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行政常任委員会 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日 （ 火 ）

午 前 １ ０ 時 ２ ５ 分 開  会

○南委員長  それでは、ただいまより行政常任委員会を開会させていただきます。 

 まず、開会前に傍聴者の１名の方の申入れがございますので、許可をいたしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。それと、テレビ局のカメラも併せて

入っていますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それでは、入室をお願いいたします。 

 それでは、先ほど加藤市長のほうから提案理由の説明がありました今回の臨時会

における付託議案２議案、まず、議案第３８号 令和４年度尾鷲市一般会計補正予

算（第３号）の議決についてからの説明を求める前に、市長から御挨拶があれば。 

○加藤市長  おはようございます。 

 委員の皆様には、行政常任委員会を開催していただきまして誠にありがとうござ

います。 

 本委員会に付託されております議案につきましては、議案第３８号、令和４年度

尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決についてと、議案第３９号、尾鷲市地域

資源活用総合交流施設の指定管理者の指定についての２議案でございます。 

 付託議案の詳細につきましては担当課より説明いたさせますので、よろしく御審

議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 なお、市長は本日尾鷲保護区の保護司会の定期総会が午前１１時から中央公民館

のほうであるということでございますので、前後を挟んで２０分余り、市長には席

を外していただきますことを御理解賜りたいと思います。 

 それでは早速ですが、議案第３８号、財政課長のほうから説明をお願いいたしま

す。 

○岩本財政課長  それでは、議案第３８号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予算

（第３号）の議決についてのうち、財政課に係る予算について御説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページを御覧ください。 

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ３,７８４万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ
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ぞれ１０５億５,３０２万７,０００円とするものでございます。 

 続きまして、補正予算の内容について御説明申し上げます。１２、１３ページを

御覧ください。歳出でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費１５４万７,０００円の増額は、

今回の補正に伴う財政調整基金積立金でございます。 

 ここで、財政課委員会資料の１ページを御覧ください。 

 今回の補正予算を踏まえた基金残高でございますが、財政調整基金は１５４万７,

０００円を積み立てることにより補正後の残高は１４億８,８０９万１,０００円、

また、基金合計は２４億３,０７４万５,０００円となる見込みでございます。 

 財政課からの説明は以上でございます。 

 続きまして、各所管課のほうからそれぞれ説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○南委員長  特に財政課の説明について御質疑はございませんよね。 

 ないようでございますので、所管課のほうの説明を、福祉のほうですか。 

○山口福祉保健課長  福祉保健課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３８号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

につきまして、予算書及び資料に基づき御説明いたします。 

 まず、歳入から御説明いたします。予算書の１０、１１ページを御覧ください。

通知いたします。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金、２目衛生費国庫負担金１,１８４万円の増

額は、１節保健費負担金１,１８４万円の増額で、新型コロナウイルスワクチン接

種事業負担金１,１８４万円の増額は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種で

ある４回目接種のうち、予防接種委託料など接種に係る国庫負担金になります。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金１,８５７万７,０００円の増額は、２節

児童福祉費補助金１,８５７万７,０００円の増額で、新型コロナウイルス感染症セ

ーフティネット強化交付金１,８５７万７,０００円の増額は、新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する低所得者の一人親世帯に対

して、生活の支援を行うための給付金に係る国庫補助金になります。 

 次に、３目衛生費国庫補助金３３９万円の増額は１節保健費補助金３３９万円の

増額で、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金３３９万円の

増額は、新型コロナウイルスワクチンの追加接種である４回目接種のうち、システ

ム改修委託料など接種体制の整備に係る国庫補助金になります。 
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 次に、１５款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金４０３万６,０００

円の増額は１節保健費補助金４０３万６,０００円の増額で、新型コロナウイルス

ワクチン接種医療従事者派遣事業補助金４０３万６,０００円の増額は、新型コロ

ナウイルスワクチンの集団接種のための医療従事者の確保が困難な中、ワクチン接

種を行う集団接種会場に時間外・休日に派遣の協力をいただく医療機関に対し、支

援するための補助金でございます。 

 次に、歳出でございます。１２、１３ページを御覧ください。 

 ３款民生費、２項児童福祉費、３目母子福祉費１,８５７万７,０００円の増額は、

細目、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業１,８５７万７,０００円の増額で、

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰等に直面する低所得

者の一人親世帯に対して、生活の支援を行うための給付金に係る事業費でございま

す。詳細につきましては、資料に基づき、課長補佐から御説明させていただきます。

通知いたします。 

○世古福祉保健課長補佐兼係長  それでは、資料１、低所得の子育て世帯に対す

る子育て世帯生活支援特別給付金（一人親世帯分）について御説明いたします。 

 （１）事業目的につきましては、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化

する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の一人親世帯に対し特別給付金を

支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うことでございます。 

 （２）対象者につきましては、次の３者が該当いたします。まず１番ですが、令

和４年４月分の児童扶養手当を受給している人でございます。こちらは状況が確認

されていることから、申請をいただくことなく給付金が支給されます。次に２番で

すが、公的年金等を受給しており、令和４年４月分の児童扶養手当が未受給となっ

ている人でございます。こちらは児童扶養手当に係る所得等の支給制限限度額を下

回る場合に限って支給されることとなり、給付金の申請が必要となります。最後に

３番ですが、所得等が限度額を上回るなどして令和４年４月分の児童扶養手当を受

給していないものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、手

当受給者と家計の状況が同水準となった人でございます。こちらも申請が必要で必

要となります。 

 （３）給付額につきましては、児童１人につき一律５万円でございます。 

 （４）支給日につきましては、（２）の対象者中、申請が必要のない対象者１番

につきましては６月中を、そのほか２番、３番につきましては、申請を受理し審査

後に順次支給いたします。 
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 （５）対象見込み数につきましては、２３０世帯・３５０人を想定しています。 

 （６）事業費につきましては総額１,８５７万７,０００円で、内訳は御覧のとお

りでございます。 

 なお、財源につきましては、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交

付金、補助率は１０分の１０でございます。 

 説明は以上です。 

○山口福祉保健課長  それでは、予算書の１２、１３ページにお戻りください。

通知いたします。 

 次に、４款衛生費、１項保健費、２目予防費１,９２６万６,０００円の増額は、

細目、感染症予防対策事業１,９２６万６,０００円の増額で、新型コロナウイルス

ワクチンの追加接種である４回目接種に係る事業費でございます。詳細につきまし

ては、資料に基づき担当主幹から御説明させていただきます。通知いたします。 

○東福祉保健課主幹兼係長  それでは、資料２、新型コロナウイルスワクチン接

種事業に関わる追加接種（４回目）について御説明をいたします。 

 ４回目につきましては、新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大に備え、重

症化予防を目的といたしまして国の方針に基づき実施いたします。 

 まず、１、対象者といたしましては、尾鷲市に住民票を有し、３回目接種完了後

５か月以上経過した方で、まず、（１）接種日に６０歳以上の方、（２）接種日に

１８歳以上６０歳未満の方のうち基礎疾患を有する方、その他重症化のリスクが高

いと医師が認めた方となります。基礎疾患を有する方といたしましては、初回、１

回目、２回目と同様の考え方が示されており、自己申告により接種券を発行いたし

ます。なお、対象者につきましては現時点の情報でありまして、今後も引き続き検

討がされることとなっておりますことから、国の方針が変更となる場合がございま

す。 

 続きまして、２、使用するワクチンといたしましては、ファイザー社ワクチン及

び武田・モデルナ社ワクチンでございます。順次、入荷量と入荷時期に応じ実施い

たします。 

 次に、接種計画でございます。（１）接種券等の通知につきましては、今月中に

３回目終了後５か月の接種間隔に応じ順次発送を開始いたします。具体的には、６

０歳以上の方には３回目までと同様に、接種券つき予診票と接種方法について通知

させていただきます。１８歳以上６０歳未満の方につきましては、基礎疾患に関わ

る周知、及び接種を希望する方は接種券発行のための申請が必要となりますことか
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ら、申請書をお送りいたしまして返信をいただきます。 

 次に、接種体制といたしましては、３回目と同様に、個別接種及び対象者が多く

なる時期につきましては集団接種を併用し実施いたします。具体的には、高齢者施

設等の入所者については７月初旬実施予定であり、以後、集団接種会場は１回目か

ら３回目同様、尾鷲市民文化会館等４会場にて７月中旬より開始予定でございます。

個別接種につきましては順次実施してまいります。 

 次に、事業費１,９２６万６,０００円の内訳といたしましては、報償費７７万４,

０００円は集団接種等に関わる医療従事者の謝礼といたしまして、需用費３１万７,

０００円は接種券等の通知に関わる封筒の印刷製本費として、役務費１６０万７,

０００円は接種券等に関わる郵送費であり、また委託料７０３万２,０００円はワ

クチン等及び接種券作成に関わるシステム改修費等であります。また、使用料及び

賃借料５５０万は集団接種に関わる会場使用料及び機器借上料として、負担金補助

金及び交付金４０３万６,０００円は集団接種に関わる医療従事者派遣事業補助金

でございます。 

 なお財源につきましては、いずれも新型コロナウイルス接種国庫負担金、国庫補

助金、県補助金であり、補助率１０分の１０でございます。 

 資料の説明は以上です。 

○山口福祉保健課長  以上が、議案第３８号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予

算（第３号）の説明でございます。よろしく御審議いただき御承認賜りますようお

願いいたします。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 以上が福祉の所管の説明で、２点、低所得者、一人親家庭の５万円の配付と新型

コロナ接種にかかわる追加接種、４回目なんですけれども、まず区分して一人親家

庭のほうから質疑の時間を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 御質疑はございませんか、５万円配付のほうは。 

○中里委員  この１人親世帯の分なんですけれども、対象者の中で、②と③の申

請が必要な方の申請の締切日はありますか。 

○山口福祉保健課長  申請につきましては令和５年２月末となっております。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 差し当たってこの５万円配付については、また後でも、もし質疑があれば聞いて

いただければよろしいですので。 
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 次に、新型コロナ接種事業に関わる追加接種の補正予算の審査に入りたいと思い

ます。 

 御質疑のある方、御発言をお願いいたします。 

○村田委員  これ、４回目の接種ということなんですけれども、これは今回予算

分だけ消化をしていくんでしょうけれども、今後尾鷲市民の全員に行き渡るような、

いわゆるワクチンの供給というものは、その見通しはどうなんですか。 

○山口福祉保健課長  今回接種対象者が６０歳以上という方と１８歳以上６０歳

未満の基礎疾患を有する方と、国のほうも重症化予防を目的に限定した対象者とな

っております。先ほど説明でもあったように、今、国のほうでも今回の限定した対

象者、例えば世論とかそういったことで、今後対象者が下の世代まで下りてくる可

能性もございますので、そちらのほう、国の情報を注視しながら、私どももしっか

りした体制を取れるように準備してまいりたいと考えております。 

 ワクチンにつきましては、これも従前から同様、国の配給量に応じて順次接種し

ていただくという形でしかお答えできないんですけれども、しっかりした体制を整

えて、早期に接種していただけるように準備してまいりたいと考えております。 

○村田委員  ということは、国の動向によって定まってくるので、それを見守る

しかないという状況なんですね。確認だけ。 

○山口福祉保健課長  おっしゃるとおり、国の方針に基づき接種を実施していき

たいと考えております。 

○南委員長  よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 それでは、他にないようですので、福祉関連の補正予算の審査は終了させていた

だきます。御苦労さまでございました。 

 引き続きまして、商工観光のほうに、その他の報告はなかったですよね、課長。 

 では、商工観光課の、まず議案第３８号のほうからお願いをいたします。 

○森本商工観光課長  商工観光課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３８号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

についてのうち、商工観光課に係る御説明のほうを申し上げます。 

 歳出のほうでございます。補正予算書１４ページ、１５ページのほうを御覧くだ

さい。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費でございます。補正前の額５,３２９万２,

０００円、補正額１５４万７,０００円を減額し５,１７４万５,０００円に減額す
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るものでございます。細目、観光施設管理整備事業のうち、１２節委託料、夢古道

おわせ指定管理料１５４万７,０００円の減額につきましては、本年度の指定管理

期間が約２か月短縮して指定することから、相応分を減額するものでございます。 

 次に、補正予算書５ページのほうを御覧ください。債務負担行為補正でございま

す。 

 尾鷲市地域資源活用総合交流施設指定管理料につきまして、期間を令和５年度か

ら６年度まで、限度額を１,８５７万２,０００円とするものでございます。尾鷲市

地域資源活用総合交流施設の指定管理の指定期間は議決をいただいた日から令和７

年３月３１日までの３年間でございます。昨年９月定例会にてお認めいただきまし

た令和４年度から令和６年度までの３か年の尾鷲市地域資源活用総合交流施設指定

管理料債務負担行為につきまして、令和３年度内に指定管理に係る本協定を締結で

きなかったことから、改めて令和５年度から６年度分につきましての債務負担を計

上させていただくものでございます。 

 詳細につきまして、資料のほうに基づき御説明申し上げます。 

○南委員長  課長、待って。席、前のほうへ代わってもらえますか。えらいすみ

ません。 

 準備が出来次第、引き続き説明をお願いいたします。資料のほうの説明やな。 

○森本商工観光課長  申し訳ございません。詳細につきまして、資料に基づき御

説明いたします。 

 資料の１ページ、夢古道おわせにつきましては、管理運営の業務を効率的かつ効

果的に実施するため、地方自治法第２４４条の２第３項及び尾鷲市地域資源活用総

合交流施設の設置及び管理に関する条例第３条の規定に基づき、株式会社熊野古道

おわせを指定するものでございます。 

○南委員長  課長、えらいすみません、僕の運営がまずいものですから。 

 議案第３８号と３９号、最も関連性がありますので、先に議案３９号の指定管理

者の指定のほうも説明していただいたほうが説明しやすいんじゃないかなと思いま

したので、それでよろしいですか。 

 それでは、引き続いて議案第３９号の説明もお願いいたします。 

○森本商工観光課長  続きまして、議案第３９号、尾鷲市地域資源活用総合交流

施設の指定管理の指定について御説明申し上げます。 

 議案書の２ページのほうを御覧ください。 

 施設の名称でございますが、夢古道おわせでございます。指定管理者の所在地は
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尾鷲市大字向井１２番地４、名称は株式会社熊野古道おわせ、代表者は代表取締役、

土井八郎兵衛、指定の期間は令和４年５月２４日から令和７年３月３１日まででご

ざいます。 

 詳細につきまして、資料に基づき御説明申し上げます。 

 先ほど御説明申し上げましたとおり、株式会社熊野古道おわせを指定するもので

ございます。指定管理期間は令和４年５月２４日から令和７年３月３１日までの３

年間でございまして、指定管理料は令和４年度７７３万９,０００円、令和５年度

９２８万６,０００円、令和６年度９２８万６,０００円で、合計２,６３１万１,０

００円でございます。管理運営業務の範囲は、１番、地域資源を活用した特産品の

開発、紹介及び普及に関する業務、二つ目、地域資源を活用した体験交流に関する

業務、三つ目、情報発信に関する業務、四つ目、交流施設の経営及び利用許可等に

関する業務、五つ目、交流施設の施設及び整備の維持管理及び修繕に関する業務な

どでございます。 

 指定管理者の候補者の選定につきましては、本年６月１４日から２８日までの間、

指定管理者の募集をさせていただきまして、指定管理者の指定に係る申請は１社で

ございました。今月１１日、申請がございました事業者に対しまして選定委員会に

よる審査を行いました。結果、株式会社熊野古道おわせを指定管理者の候補者とし

て選定し、尾鷲地域資源活用総合交流施設の指定管理者の指定についての議案を上

程させていただいたものでございます。 

 選定に当たりましては、資料の２ページでお示しさせていただいたとおり、審査

における大きく四つの視点を共通に設け審査を行いました。一つ目は、施設利用者

の平等が確保されることにおいて、管理に対する基本方針、利用者の公平・公正な

利用、企業の社会的責任をポイントとしました。二つ目の事業計画が施設の効用を

最大限発揮するものであることにおきましては、募集要項に即した提案事業、利用

許可の手続、総合案内等をポイントといたしました。三つ目の施設の管理を安定し

て行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、または確保できる見込

みがあることにおいては、経営能力、組織体制、勤務体制、人材育成、研修計画に

ついてポイントといたしました。四つ目の事業計画書及び収支予算書の内容が施設

の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減を図るものであることにおきま

しては、利用者の安全確保、効率的・安定的な維持管理、危機管理体制や緊急時の

対応、収支計画、提案価格をポイントといたしました。これら大きく分けました四

つの評価項目ごとの評価点が審査の基準を満たしているものとして審査を行ったも
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のであります。 

 次に、申請者から提案がございました内容について、その概要として提出された

書類の下、事業計画の要旨を御説明いたします。別添資料のほうを通知させていた

だきます。 

 まず、管理運営方針でございます。指定管理者の大別した四つの役割、一つ目に

特産品の新たな創出等で地域産業の活性化を図る、二つ目に集客交流人口の増加を

図る、三つ目に海洋深層水活用、温浴型施設を通じた癒やしの提供や海洋深層水の

特徴の周知、四つ目に情報発信及び交流ネットワークの拠点、以上の役割を地元住

民の協力を得ながら、社員が一丸となって取り組んでいくものとされております。 

 運営業務に関する計画でございますが、この四つの役割の推進に当たって、交流

施設の適正な維持管理と特産品や旬の情報の発信、サービス業としての認識の下、

地元住民の協力を得ながら事業を推進するとされております。 

 管理業務に係る計画のほうでございますが、特産品の開発等業務と体験交流に関

する業務が主であること、食体験等、衛生面での徹底、自然体験において、けが等

への注意喚起、利用者の安全確保を図る維持管理を行うものとし、施設の衛生管理

の向上に努めるとされております。 

 組織及び人員につきましては、地場特産品情報交流センターでは常時３名、温浴

施設では常時４名体制となり、繁忙期には一、二名の増員で配置するとされており

ます。 

 その他におきましては、県立熊野古道センターと連携し、関係団体との連携体制

を構築し、地元産業の活性化や交流人口の増加を目指し、地域全体の総合力を底上

げしていきたいと考えるとされております。 

 収支計画のほうでございますが、５年度、６年度のほうをベースで記載していた

だいております。収入は、指定管理料が９２８万６,０００円、事業収入６,５００

万円で、合計が７,４２８万６,０００円でございます。支出のほうでございますが、

指定管理料として位置づけられる特産品普及開発事業に１００万円、情報発信事業

２２８万６,０００円、施設維持管理費２,５００万円、このうち５００万円の指定

管理料として位置づけております。その他の経費は仕入れ、消耗品、通信費、リー

ス料等々でございまして、主なもので２,１００万円でございます。人件費は２,４

００万円で、合計が７,４２８万６,０００円とされております。 

 以上で、事業計画書の表紙の説明とさせていただきます。 

 なお、指定管理者指定にて申請した株式会社熊野古道おわせにおきましては、令
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和４年から３年間について、昨年１２月に候補者として選定し仮協定を締結してお

りましたが、同社から不適切な処理があると報告を受けまして、４月以降の施設の

休館をやむなくといたしまして仮協定を破棄したところでございます。選定審査に

当たりましては、仮協定破棄の要因となりました不適切な会計処理についての改善

について、同社から提出された定期監査における指摘事項の回答について再度確認

を行っております。 

 資料の３ページのほうを御覧ください。 

 市が求めている改善策については、定期監査における指摘事項と同じものでござ

いまして、株式会社熊野古道おわせから四つの事業についての回答がございます。 

 一つ目に、不適切な経理処理についての指摘でありますが、新たな支配人、新た

に総務、広報、温浴、販売、新たな部門を設けまして担当役員を配置、監査役には

税理士、経理精通者を配置いたしまして管理体制の強化を図るとし、担当２名体制

として不適切な処理を確実に防ぐとの回答でございます。 

 指定管理料につきましては、事業計画、事業報告書の明確な区分を求める指摘で

ございますが、協定書に基づき明確に区分いたしまして、事業報告等を作成すると

回答がございます。 

 三つ目に、簿冊整理の徹底の指摘につきましては、経理担当者の増員と経理体制

の充実を図るとして、再発防止すると回答をいただいております。 

 四つ目に、旅費及び賞与の支出根拠の指摘につきましては、支給規程を遵守した

上で適正に支給すると回答がございます。 

 御説明申し上げましたとおり、選定審査における大きく四つに分けました評価候

補ごとの評価点が審査の基準を満たしていること、会社としてこうした状況に陥っ

た原因における改善策をしっかり示していただいていること、市の集客交流の拠点

でございます施設、こちらのほうを社員一丸となって運営するということ、総合的

な判断の下、株式会社熊野古道おわせを指定管理者の候補者として選定させていた

だきまして、このたび議案として上程させていただいたものでございます。よろし

く御審議いただき、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○南委員長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３８号と議案第３９号の指定管理者の指定の説明を受けたわけで

ございます。市長が席を外しておるんですけれども、政策的なことは別にして、た

だいまの説明の中で審査を行いたいと思いますので、御質疑のある方は御発言をお

願いいたします。 
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○小川委員  １点だけ。収支計画書のところの金額を書いていただいているんで

すけれども、その他の経費２,１００万というのは、これはどういったものが当て

はまるんですか。 

○森本商工観光課長  その他経費で計上されています２,１００万につきましては、

仕入れ、消耗品費、通信運搬費等々、もろもろ含めましたものが大きく分けて２,

１００万というものでございます。大きくは仕入れが多くのものでございます。 

○内山副委員長  先ほど質疑でもさせてもらったんですけれども、評価について、

点数とか、そういった書式で残しておられないんですか。もしあったとしたら、こ

のほうに送ってもらえませんか。 

○森本商工観光課長  評価の合計点が８４０点でございました。すみません、満

点が８４０点でございます。そのうち、審査員の委員の合計点が６１３点でござい

ました。最低点、いわゆる評価基準を上回るという点が５８８点でございまして、

それを上回る評点、合計点でございましたので選定させていただきました。 

○内山副委員長  これ、今、口頭でいつも伝えてもらうのですけれども、きちん

とした、前回、商工観光課じゃないんですけれども、教育委員会の給食センターに

係るときに、プロポーザルの結果をきちんと書面で表してくれたんですよね。そう

いった点では商工観光課のほうは置いてないんですか、書面で。 

○森本商工観光課長  こちらに関しましては、点数結果等も通常の決裁の上で当

然保管しております。 

○内山副委員長  私、前回も同じように言ったんだけど、そういう資料をここに

は添付してもらえないの、資料として。 

○森本商工観光課長  後ほど御相談させていただけないかなというふうに思って

おりますが。出す準備はできますので。 

○内山副委員長  じゃ、お願いしてもよろしいですか、委員長。 

○南委員長  皆さん、どうですか。副委員長から資料の提出の要請がございまし

たけれども。すぐに出せるんやったらすぐに出していただきたいと思いますので。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  この評価に係る点数でございますが、各委員ご

とに点数をつけているような状況でございますので、情報公開等の規則に沿って出

させていただきまして、非公開の部分というのも多分出てくるかと思いますので、

そういった部分を省いた形で、早急に議員の皆様にお示しできるように御用意させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

○南委員長  分かりました。個人情報のものがあるということで、例えば黒塗り
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の部分のことでしょう。今その準備ができてないということですね、そうすると。

やっぱりそうなってくると個人情報に関わってくる問題でございますので、きっち

り整理した状態で提示していただくよう、委員会としてもお願いをいたしたいと思

います。この問題は大事な問題ですので。 

○中村委員  普通こういうときには、教育委員会じゃないけど、出てくるものな

んですよ。情報公開をしなければ情報が出せない状況で、どうしてこの行政委員会

にここで提示して、今、今日しかこれ審議できないわけですよね。その状況で情報

公開せな出てけえへんというのは、市民に対してあまりにも失礼やと思うんですよ。

少なくともこれを公募して決められたとおっしゃるんやったら、それについて、別

に誰がこれに何点入れたのかを私たちは聞きたいわけじゃなくて、委員全体の項目

に対する平均点でもいいし、なぜ、今おっしゃっていただいた点数、６１３点に達

したのかというのを、この場で市民に公表する必要というのがありますよね。それ

を秘密にするとか黒塗りにするとかという、もうその執行部の姿勢、意味が分から

ないです。これは出して当たり前のものです。今日中に出していただけますか。 

○南委員長  中村レイさんの意見も十分理解をできますけれども、例えば個人情

報の部分でどういった、具体的にありますか。参考までに。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  通常情報公開の、これはあくまでも情報公開の

状況だとは思うんですけれども、どなたがどの点数をつけたかというところがやは

り分からないように、例えば総務課長という名前の部分を黒塗りに潰させていただ

くとかということはあるんですけれども、この項目ごとに点数と合計点に関しては

公開情報になっているかと思います。私どものほうとしても早急に資料のほう取り

まとめさせていただくとともに、今後の議会へ提出させていただく資料のことに関

しましても、さらに慎重に、提出させていただけるかどうかも含めて、協議させて

いただきたいと思います。 

○中村委員  今、公表できるのがあるとおっしゃったので、すぐに流していただ

きたいと思います。 

○南委員長  できるの。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  今すぐですと、こちらのほうでファイルを見え

消しにする形、パソコン上で消さなくてはいけない部分ありますので。ただ、今日

中にはすぐに。 

○南委員長  課長はただいまのあれで、何か課長からのあれというのはないです

か。 
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○森本商工観光課長  こちらのほうの選定に関しましては、先ほど申し上げまし

たとおり、合計点で判断させていただきます。満点が８４０点でございます。その

うちの評価させていただいた点が、合計点が６１３点というふうになっておりまし

て、評点に関しまして、こちらのほうでしっかりと御回答させていただいたと。口

頭になってしまって大変申し訳ございませんが、しっかりと御回答させていただい

たというふうに思っております。 

○南委員長  点数のことは、合格点があったということは分かるんですけれども、

その細目についてでしょう。例えばここが何点でしたよ、何点で、誰が何点じゃな

しに、全体的でこの部門が、サービス部門が何点ということだと思うんですけれど

も。もし、この委員会中にでも出せるのであれば出していただいた上で、採決へ臨

みたいと思うんですけれども。 

○仲委員  プロポーザルの方式の中で、最低評価という合計で評価をつけるわけ

ですけど、この常任委員会で評価の点数を審議するということはできないと思うん

です。ただ、結果を公表するというのは情報公開の下でやってもらえばいいので、

今すぐにその評価点を僕は提示する必要はないと思いますけど。 

○南委員長  仲さんの意見はそうなんですけれども、現実に尾鷲小学校の給食の

ときに当然２社が応募されたということで、その評価については具体的に提示をさ

れていただいたので、例えば１社であっても、引き続いて特にこういった件が発生

した熊野古道おわせにしていただくということでございますので、僕はやはりそこ

ら辺はもっと大切にしていかないかんなということで、出せる点数は出していただ

きたいと思うんですけれども。僕は仲さんと議論するつもりは全くないんですけれ

ども。 

○仲委員  この件で常任委員会をストップさせるような案件ではないと思うんで

す。やはり選定委員会というのはある程度条例に基づいた選定をしておるわけです

から、尊重するという中では、結果は公表、個人情報、情報公開の下で結果は公表

されてもいいと思うんですけど、常任委員会でどうのこうの……。 

○南委員長  だから尊重をする意味でも、別に僕は公表、細かいことまで公表し

なきゃならないというのを求めていないので、全体的なことですので、僕は委員長

として提示は求めたいと思いますけれども。何やったらここで採決を取ってもいい

ですよ。 

（発言する者あり） 

○南委員長  そういう、委員長のあれに対して反論するんやで、結果的には僕は
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採決しかないと思うんですけれども。 

○仲委員  委員長に反論しておるわけじゃないですよ。この会議の意見の中で私

の意見を言わせてもらったわけですから。 

○南委員長  仲さんの個人的な意見であれば尊重はさせていただきますけれども、

何かここでする必要がないようなことを言われてしまうと、慎重に審査しておる委

員会として全く不本意でございますので、よろしくお願いします。 

○西川委員  これ、仲さん、今述べられましていましたけど、今からこれは採択

するやつですよね。後からもらったって意味がないと思うんですけど。僕はその点、

南委員長と同じ考えだと思いますけど。 

○南委員長  その資料については執行部のほうが用意できるのであれば、別に出

せない資料じゃないでしょう。準備できたら、できたら今日の委員会の採決までに

提示していただきたいと思うんですけれども、どうですか。 

○森本商工観光課長  まとめましたものを御提示させていただく準備させていた

だきたいと思っています。 

○南委員長  どれぐらいかかりますか。 

○森本商工観光課長  紙ベースでも大丈夫でしょうか、お配りさせていただく形。

急ぎで作らせていただいて。 

○南委員長  時間的に。 

○森本商工観光課長  １０分か１５分程度いただきたいんですけれども、よろし

いですか。 

○南委員長  分かりました。それでは、市長も不在ですので、休憩を取りたいん

ですけど。 

○小川委員  皆さんが言われることよく分かるんですけれども、この間の給食の

設計のときは、２業者がありましたよね、その総合の点数しか出ていないんですよ、

何点何点としか。それで、こっちのほうが点数高いんでここに決めましたとしか載

ってないんですけど、これを１回やった後、これからずっとプロポーザルでみんな

出さないかんなということを思うんですけど、その点はどうなんでしょうか。 

○南委員長  当然慎重に審査していかなあかんと思うもんで、できたら、議事進

行上、僕は無理なことは言ってないと思うので、委員長の顔は少しは立てていただ

きたいなと思います。 

 ここで、今市長も不在ですので、市長が来るまで大体、副市長、どれぐらいで来

る、市長。 
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（発言する者あり） 

○南委員長  資料ができるまで休憩をいたします。 

（休憩 午前１１時０７分） 

（再開 午前１１時２８分） 

○南委員長  それでは、休憩以前に引き続き委員会を続行いたします。 

 まず初めに、指定管理者選定委員会の結果公表がまとまったということでござい

ますので、各委員の席上に配付をお願いいたします。 

（資 料 配 付） 

○南委員長  各席へ届いたようですので、今回の指定管理者委員会の委員長であ

ります下村副市長のほうから、指定管理選定結果についての総評をまずいただきた

いと思います。 

○下村副市長  先ほど質疑でお答えしましたように、私を委員長とする選定委員

６名による指定管理者の選定委員会の結果について御説明させていただきます。 

 委員会では慎重なる審査を実施し、審査結果は採点合計が基準となる合計点数を

上回ったことで選定させていただいたものであります。お手元に配付の結果表のと

おり、委員１人の持ち点１４０点の６人分で８４０点満点で、これの７０％が５８

８点となり、５８８点に満たないものは指定管理者として選定しないということで

委員のほうで選定をさせていただきました。 

 株式会社熊野古道おわせは昨年指定管理者の候補者として選定しましたが、不適

切な経理処理があったことで、新たな体制で取り組むものとしていたが、体制が整

わないということで、残念ながら仮契約を破棄した結果となっております。しかし

ながら、同社における事業計画に係る提案は前回においても問題はなく、基準合計

点を上回った上で候補者として選定した経緯がございます。問題となったのは不適

切な経理処理であり、調査し見直すことで、今後発生しないよう確実に防ぐ新たな

体制を構築することが確認できたことから、それを前提に候補者として選定したも

のであります。 

 同社は施設運営をすることを目的に設立され、オープン当初の段階から指定管理

者として運営に携わっております。来訪者数は多い年で市内外から約１８万人を超

える実績を有しており、コロナ禍においてもできるだけ開館し、７万人を超える来

館者となっております。こうしたことは、同社が地道な運営とＰＲによってリピー

ターを増やすといった運営を重ねてきた結果と捉えているところでございます。同
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社には正社員、パートを含め１３名が在籍しておりますが、プレゼンにおいては、

反省すべき点をしっかりと反省し、改善し、役員・職員一丸となって改めて尾鷲市

の集客交流拠点である夢古道おわせの指定管理者として、これまで開催してきたイ

ベントを洗い出し、新たな集客事業に取り組むといった熱意を感じたところであり

ます。これまで培われたノウハウ、実績を最大限に生かし、尾鷲市における集客交

流の拠点として、そして、さらなるにぎわいの創出の実現をしてくれるものと総合

的に判断し、指定管理者の候補者として選定したものであります。 

 配点につきましては、議会の議決が要るということで、会社役員さんでは、議決

をいただければ明日にでも再開したいというお答えもあったんですが、議決をもら

うまでは準備ができないということで、それぐらい熱意のある回答をいただいてお

ります。 

 それでは、選定委員会の結果について、担当のほうから御説明させていただきま

す。 

○森本商工観光課長  先ほどお手元にお配りさせていただきました指定管理者選

定委員会の結果表のほうでございます。冒頭のほうで合計点のお示しをさせていた

だいたとおり、満点が８４０満点中６１３点の合計となっております。項目として

は六つの項目がございまして、一つの配点が４０点、二つ目に４０点、三つ目１０

点、２０点、１０点、２０点というふうに項目ごとに評点を持ち合わせております。

この持ち点の中から各委員さんが評点をしていただきまして、合計点、こちらのほ

うが１項目めは１９０点、これは６人の合計でございます。２項目め１８０点、３

項目めが４２点、４項目めが９５点、の後、３６点、７０点、合計で６１３点とい

うふうにさせていただきまして選定のほうに至りました。 

○南委員長  選定委員の結果表は以上でございます。 

 皆さんにあらかじめ委員長として申し述べたいんですけれども、点数の結果につ

いて、委員会がいいじゃの悪いじゃのと言うことは避けたいと思いますので、御理

解をお願いいたしたいと思います。 

 では、審査に入ります。 

○中村委員  これの点数を言うんじゃないんですけれども、審査の視点として、

この資料２の中で、事業計画について具体的な提案がなされているかというのがこ

の審査の視点であるということがまず書かれているんですよ。それに対して、今こ

ういう点が出ているというのは、今示していただいてそれで十分なんですけれども、

それで、この配っていただいた要旨、事業計画書の要旨が出ていますよね、今回。
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その要旨の中で、事業運営業務に関する計画のどの部分が具体的な提案がなされて

いるのか、教えていただけますか。 

○森本商工観光課長  指定管理者候補者におかれましては、こちらのほうのいろ

いろな事業計画を基に説明のほう、御提案のほうをしていただきました。当然のこ

とながら、一式、事業計画から収支計画、管理の部分に関しまして全て提案してい

ただいております。具体的には、従前から進めておりますイベント、取り組んでい

ただいていますバイキング等の話も引き続きの部分がございます。当然のことなが

ら施設全体を尾鷲市として温浴施設と尾鷲の食と、これをセットで施設管理のほう

をしていただきたいという思いがございますので、そちらのほうに十分回答してい

ただける内容でございました。 

○中村委員  全て、それって口頭で答えていただいたということですか。 

○森本商工観光課長  申請書には事業計画書等々の書類を出していただきまして、

それに基づいて御説明を受けさせていただきました。 

○中村委員  それでは、どうしてこの要旨、それをエッセンス、細かくというの

か、だらだら書いてあるのを具体的に分かりやすく短く書くのが要旨ですよね。そ

れにもかかわらず、運営業務に関する計画、安全安心と公平・公正を大事として交

流施設の適正な維持管理と特産品や旬の情報の発信サービス業としての認識の下、

地元住民などの協力を得ながら事業を推進していきますというのが、運営業務に関

する事業計画の具体的な内容を示せと書いた、どこの部分がどれに当てやるのか教

えていただけますか。 

○森本商工観光課長  選定に当たりましては、総合的に判断していただいたもの

でございます。先ほど申し上げましたとおり、温浴施設をしっかり活用していただ

きまして、集客に努めていただく。尾鷲の食を使って展開していただく中で、そち

らのほうも当然レストラン経営をしていただくというような提案をいただいており

ますので、それを実行していただけるものと捉えております。その中で安定的な施

設維持管理、そういった安全安心な施設の取組、具体的にいろいろ御提案いただい

たものにつきまして提案いただけましたので、それをもって選定のほうに至ったと

いうふうに私は思っております。 

○中村委員  選定に至った経緯を聞いているんじゃなくて、要旨というのは、こ

れは公表されるものであり、行政執行行為として計画書の要旨、それをまとめて書

くものに、まとまってないものを出して、これを基に、僕らはこれを口頭で聞いた

からこう評価しましたと。それって業務としてあり得ないんですよ。文章でしか、
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出生届も死亡届も文章ですよね。口頭で、頼まれましたで終わるのが市役所じゃな

いでしょう。そやから、これも要旨として公表されるんやったら、提案も要旨を書

き込んでください。これは要旨ではありません。 

○森本商工観光課長  申請書の中に、それぞれの項目に分けて募集要項のとおり

に計画をもって書いていただいております。そちらの元を説明を踏まえて提案のほ

うをいただいたものでございますので、私ども、概要としてはこういう概要になっ

ておりますが、スペースの都合上、こういう表現になっているものじゃないかなと

いうふうに思っておりますが、提案いただいた内容が包括されて表現はされている

というふうには思っております。 

○中里委員  聞きたいんですけれども、この指定管理者の選定委員とモニタリン

グ評価調査委員というのは条例で決まっていると言っていましたけど、それはメン

バーが同じですか。 

○森本商工観光課長  先ほどの質疑のときにお答えできなくて申し訳ございませ

ん。モニタリングに関しましては、公の施設の条例の部分に関しましての準用とい

うふうにされております。その中で副市長をトップに、政策調整課長、総務課長、

財政課長、教育総務課長が夢古道に関しましてはヒアリングの委員というふうにな

ります。私ども担当課は担当課を除くと、モニタリングに関しましては除くという

ふうになっております。 

○中里委員  モニタリングの評価の委員には入っていないですが、モニタリング

の評価をされる機関としては入られていますよね、担当課のほうも。 

○森本商工観光課長  モニタリング結果については、私どものほうでこういう結

果になったという形になっておりまして、ホームページのほうでも公表されている

と思っております。 

○中里委員  分かりました。 

 今回点数の指定業者のいい悪いというところも大事だとは思うんですけれども、

その前に市としての管理、指導、今までも含めて姿勢、今の姿勢もそうなんですけ

れども、あまりにも不適切だと感じざるを得ないんですよね。今回のこの夢古道お

わせの休業については、すごい広域からたくさん連絡があって、改めてこの施設の

必要性、尾鷲市としての重要性をすごい思い知らされたなというのがあったんです

よね。それでもう一度、私もしっかり調べて勉強させていただいたんですけれども、

その際にすごいたくさんの疑問点が多々出てきてしまったんですけれども、教えて

いただきたいことを一つ一つ質問させていただくんですけれども、まず、モニタリ
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ング評価調査なんですけれども、質疑で言わせていただいたので聞くんですけれど

も、この目的というのは何でしょうか。 

○森本商工観光課長  基本方針がまとめられておりまして、導入目的にのっとり

適切かつ確実に公共サービスが実施されているかを確認するため、こういったこと

をモニタリングを通じてさせていただくというふうになっております。 

○中里委員  それだけですか。 

○森本商工観光課長  あくまで目的はそうでございますので、項目といたしまし

ては、評価基準と評価項目というものは指定管理者の健全性、施設の有効活用、利

用者評価、事業収支、管理運営全般、危機管理体制、地域連携といったような評価

項目がございます。 

○中里委員  平成３０年の政策調整課が出している資料で、尾鷲市指定管理者制

度導入施設モニタリング等基本方針というのを見ているんですけれども、こちらに

モニタリングの視点というところで大事にされていることが書いてあるんですけど、

ＰＤＣＡサイクルの徹底と載っているんです。こちらを元にこのモニタリング評価

を見ると、ＰＤＣＡサイクルの徹底をどこでされているのかなというのを思わざる

を得ない評価なんですけれども、この評価、モニタリングの評価、一番最新は何年

度ですか。 

○三鬼政策調整課長  お答えいたします。 

 モニタリング調査につきましては、政策調整課のほうが事務局を取りまとめさせ

ていただいております。基本的には指定管理者の施設につきましては、毎年度、自

己評価も含めて担当課を入れて評価をしております。指定管理期間の中間年度にの

み審査委員会を開いて徹底した審査を行っております。ですので、毎年度、いわゆ

る担当課も含めた自己評価の中で、私たちモニタリングの評価をさせていただいた

中で、改善点というのは必ず見つかっております。それは担当課が一番よく把握し

ているものでございますが、それを踏まえてＰＤＣＡサイクルをするためにモニタ

リング委員会も存在しておりますので、それは少なからずあらゆる面で、今回問題

となったところがその中でどういう御指摘があったというところは及ばなかったと

ころもあるとは思いますけれども、基本的には指定管理の内容について、健全なる

施設の運営といわゆるその目的を果たすための事業主体の運営について、ＰＤＣＡ

はさせていただいていることは御理解いただきたいと思います。 

○中里委員  最新のモニタリングの検査はいつでしたか。 

○三鬼政策調整課長  夢古道おわせにつきましては、令和２年度分の評価を令和
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３年度に行いましたので、令和３年度分につきましては令和４年、今年に入ってか

らモニタリングを行いますので、ホームページ等に表示されるのは令和２年度分が

最新でございます。 

○中里委員  このモニタリングの８月末までにやられるというのは合っています

か。 

○三鬼政策調整課長  年間スケジュールはそのように把握しております。 

○中里委員  そうなりますと、このモニタリングの評価をされるに当たっての判

断基準として、その前の年の令和２年度２月までにされた監査の結果も見ることが

できますよね。 

○森本商工観光課長  監査のほうから、従前から指摘事項としていただいており

ますところ、適切に措置できていなかったというふうに私どもは思っておりますの

で、その点についてしっかり受け止めた上で、今後どうしていくのかを対処してい

きたいというふうに考えております。実際のところ、従前の定期監査のほうで指摘

された注意事項等がございますけれども、それが適切になっていなかったのかとい

うところがございます。ですので、我々としてはそれを踏まえた上で、実際のとこ

ろどうしていくのかを個別に指定管理者と詰めていきたいというふうに考えており

ます。 

○中里委員  それを今この段階で示していただかなくては判断できませんよね。 

○森本商工観光課長  不適切な処理というのが経理上ございましたということで

御報告させていただきました。 

○中里委員  違います。市もその不適切な管理、不適切というか、市の管理方法

も不十分だったという部分を市として改善していくという考え、書類にしていただ

くということはできますか。 

○森本商工観光課長  取り組んでいくことに関しましては、私どもも当然のこと

ながら、指定管理者が定期監査を毎月１回ずつやられるというようなことを言われ

ております。ですので、そういった定期監査のときに職員が出向きましてチェック

させていただくというようなことを考えております。指定管理料と全体の事業がは

っきりと分かりにくいんじゃないかというふうな指摘もございましたので、そちら

に関しては、当然のことながら協定書に基づきましてしっかりと分けていただきま

して、何が何に使われているのかというのを明快に区分けしていただく、この作業

をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。 

○中里委員  皆さん言われるように、口頭ですと、やはりぱっと広くみんなが見
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たときに分からないので、市は今、この段階で決定してしまうというのも順序とし

ておかしいなと思うんですよね。そこがちゃんとして、市の管理体制はこうですと

いうのを示していただいてからの選定にならないですかね。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  市の対応に関しましては、お示ししております

監査に関する報告書に基づき、措置の通知という形で、夢古道おわせのほうから提

出されました書類を本日提出させていただいておると思うんですが、その中には夢

古道のものだけではなくて、尾鷲市の商工観光課に向けても指摘がございました。

その分に関しましてはインターネット上でも公開させていただいておる中で、市と

しての、いわゆる指摘いただきましたモニタリング方針と、先ほど中里委員から御

指摘いただきました基本方針にのっとった形での徹底への指示であるとか、現金等

のチェックを実施されたいというような指導もございましたので、それに関しまし

ては、尾鷲市としても定期的な会計処理に対する監査を実施していくこと等々を記

入させていただいて御報告のほうをさせていただいているところでございます。 

○中里委員  ぜひ、議員の皆様もそうなんですけれども、モニタリング評価、あ

るいは２年度、グーグルで検索すると出てくるので、尾鷲市と入れると、これ、す

ごいびっくりする評価が載っているんですけど、これって今送ってもらうことはで

きませんか。出せますか。 

○南委員長  答弁したって。できる。答弁は。 

○中里委員  モニタリング評価、一番最新、令和２年度というのを流していただ

けますか。 

○南委員長  モニタリングの中身をですか。 

○中里委員  ホームページに載っている内容なんですけれども、これを事務局の

方から。 

○南委員長  分かりました。ホームページに載っておるのを今送ってくれと言う

のですか。別に可能ですよね、これは。どう。できるんやったらすぐに送ってもら

います。審査する上においても参考資料として。送ってきました。 

○中里委員  ３ページの５で管理運営全般というところなんですけれども、経理

という部分があります。これは令和２年度なので、そのときの監査にも経理で審査

しなきゃいけない内容が載っているんですけれども、施設の管理運営に係る収支の

内容、指定管理料、利用料金等の取扱いは適切に行われていたか、収支内容等を記

載した帳簿を整理しているかという部分にチェックが入っていますね。これはチェ

ックが入っているとされているということになっていると思うんですけれども、こ
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れを全部含めて大丈夫ですというのが、全部チェックが入ると評価が４、５になる

ということで、その場合には評価理由を一番下に書いてくれとなっているんですけ

れども、こちらが令和元年のモニタリングの調査の資料と令和２年度の資料でほぼ

ほぼ同じ、コピペしたような内容になっているのもショックだったんですけれども、

その監査の指摘事項を一個も評価していなかったんだなというのが分かるような内

容になっているのが、これはひどいんじゃないかなと思いますね。評価理由、令和

２年度で、夢古道おわせは平成１９年の開店当初から管理運営を担っている株式会

社夢古道おわせの尽力により、本市の地域資源を活用した集客交流施設として中心

点、役割を果たしている。この部分というのはその評価に値するとは思うんですけ

れども、繁忙期が休館時期となったとなったことが大きかったので少し赤字が出て

いるというのも書かれていますが、監査が指摘されていた帳簿の処理、公的な部分

と私的な部分の帳簿の処理がもう少し協議していくべきだというのを監査で書かれ

ているんですけれども、これはどうしてこういったことになるんですかね。 

○森本商工観光課長  モニタリング調査の中でこういう評価になってしまって、

結果的にこういうトラブルを招いたという部分は十分認識しておる中で、しっかり

と精査していかなければならないという中で、こちらの聞き取りの中で我々として

はさせていただいたところでございます。ただ、実際のところ、細部まで見通せて

なかったというところが問題点というふうになっております。ですので、我々とし

てはその細部に至るまでしっかりと目を通すというようなことを念頭に、今後努め

ていきたいというふうに思っております。 

○中里委員  思いは分かるんですけれども、やっぱりかなりこれは重要なミスと

いうか、不適切な審査、評価になると思うんですよね。近隣市町の監査やこういう

評価表を見ても、ここまで監査等評価の違いが表れているところって見つけられな

かったぐらいなのでびっくりしているんですよね。なので、やっぱり口頭で、今回

こういう思いでこうやって改善していきたいと言われるのではなく、市としてどう

いうふうに管理業務に関わっていくかというのを明確に出してもらえませんか。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  市としては、一応私どもの今の考え方としては、

少なからずとも四半期ごとには定期的な監査を実施したいなというふうに考えてお

りますし、その内容といたしましては現金出納の、現金の部分の出し入れがしっか

りしているか、請求書に基づいてちゃんと支払いがされているか、一つ一つの伝票

も含めて監査のほうを実施したいと考えておりますし、あくまでも市のほうとして

は四半期というふうにしておりますが、プロポーザル等々のお話の中では、熊野古
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道おわせさんのほうでは社内での定期監査というものは毎月やられるということで

ございましたので、ぜひその部分に市としても関わらせていただいて、毎月でも確

認をさせていただきたいというふうに考えております。 

○中里委員  思いは分かりました。なので、今ホームページでこの熊野古道おわ

せの場所は休業していますとなっている部分に、その一筆をしっかり書いていただ

いて、市民の皆様にそれをしっかり知っていただいて、市と会社でこういうふうに

関わっていきますというのを表していただきたいんですけれども。 

○森本商工観光課長  先ほど申し上げましたとおり、定期監査における監査の指

摘事項という大変厳しい指摘をいただいておる中で、担当課としての回答をさせて

いただいたところでございます。こちらのほうをしっかりと履行する覚悟でやって

いきたいと思っていますし、今後モニタリング調査につきましても、こういった結

果を招いてしまった、それを前提に、それを反省を踏まえて取り組んでいきたいと

いうふうに思っております。 

○中里委員  繰返しになるんですけれども、しっかり見やすいように、市民の皆

さんが見やすいように、どこかにしっかり示していただきたいと思います。 

○森本商工観光課長  指定管理者と議決をいただきましたらしっかりと話合いを

させていただいて、この場の意見を議論させていただくものも当然場を設けさせて

いただくなり、しっかりと調整させていただきたいと思っています。 

○中村委員  この要旨の中の収支計画書というのがあるんですけれども、その中

で指定管理料９２８万６,０００円の支出の内訳のほうに、特産品２００万、情報

発信２００万、施設維持管理費２,５００万のうちの５００万が、この今回の尾鷲

市からの公金ということを今口頭でお聞きしたんですけれども、これも本来なら、

ここにちゃんとどの部分、この２,５００万のうちの５００万が公金であるという

ことを明記するべきですし、それと、これからが質問ですけれども、この管理料に

関する協定書、もしくはその施設維持費と管理費の、明確にこれは使える使えない

というのはどの部分で示されていますか。 

○森本商工観光課長  指定管理料につきましては、本協定結ばせていただいた中

で、これが指定管理に当たる当たらないという部分もしっかりと詰めさせていただ

く部分がございます。９２８万の指定管理料につきましては、あくまで上限価額と

して設定させていただいた上で、この部分で何ができるのかという部分を事業者に

御提案いただいたものでございます。そういった中で、実際のところ、私どもが想

定しておる部分で提案いただいたというもの、特産品普及開発が２００万、情報発
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信事業が２００万程度、維持管理が５００万程度というふうに御提案いただいたも

のですから、これをもって御提案を受けたところでございます。 

○南委員長  間もなく昼の正午ですので中断いたします。 

（休憩 午前１１時５９分） 

（再開 午後 ０時００分） 

○南委員長  正午を過ぎましたけれども、会議を続行いたします。 

○中村委員  と、今言われたということは、今回初めて特産品に２００万、情報

発信に２００万、そして管理費に５００万という上限を設けた公金というのが今回

決まったことですか。 

○南委員長  課長、しっかり答弁お願いします。 

○森本商工観光課長  御提案いただいた内容がそういったものということでござ

います。 

○中村委員  普通、こういう公金を扱うときにはすごく明確な規定があって、ど

の部分には使える使えない規定というのがしっかりしているんですよ。それで、提

案があって上限ここまでという、そのやり方で今までどおり、何が違うのかがよう

分からへんのですけど。それで今まで経理がくちゃくちゃで、公金部分と交付金じ

ゃない部分が分からへんって、今回も、上限ここまで、５００万までは何に使って

もええけど、５００万超えたらあかんよというその線引きが、提案でそんなもんは

決めるもんじゃないんですよ。本当に、国でも違うところのこういうお金を取りに

行ったことが、もちろんプロやからあると思うんですけれども、すごくきっちり決

められていて、それに満たへんかったら、５００万を超えへんかったら返してくれ

みたいな。そやから、何に使えるかの提案があったから上限２００万まではオーケ

ーですみたいな、そんなやり方というのはないですよね。 

○世古商工観光課係長  今回新たに議決いただきまして、指定管理のほうを熊野

古道おわせさんと結ばせていただけることになりましたら、実際、今のところ準備

しているのが、どの部分が指定管理料の費用として充てられるか、どの部分が認め

られないかというところを整理させていただいておりますので、そちらで、まだ準

備段階ではありますけど、確定ではないんですけど、整理している段階で、そちら

のほうで対応はさせていただく、協定のほうにも載せられるのであれば載せていく

ような形で考えております。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  指定管理がそもそもいろいろな形がございます。
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今回のこの夢古道おわせの指定管理に関しましては自由裁量という形で、応募者の

ほうがいろいろ事業を組立てして御提案をいただくような形になりますので、市か

らこちらの事業に関して、例えば特産品に関しては２００万まででやりなさいねと

いうような指定というのはせずに、それぞれの事業者様の持っているスキルを生か

して事業の提案をしていただくという形になりますので、市からこれぐらい、ここ

の分野に関してはこのお金でお願いしますというような指定をするようなプロポー

ザルではないというのを１点御理解いただきたいなと思うことと、もう一点、指定

管理料の対象経費に関しましては、プロポーザルの際の資料の中の一つに判断基準

というような基準書のほうをつけさせていただきましたので、その中では、例えば

光熱水費に関しては対象外であるよとかというようなことに関しては、事業者のほ

うに分かる形で明記させていただいておるような状況です。 

 以上です。 

○中村委員  今回の会計監査でそれはやめたらどうですかと、そんな分かりにく

いことはもうやめたらどうですかと言われていますよね。ちゃんと分けなさいと。

それが、自由裁量が諸悪の根源で、今ちゃんと今後仕分けるって言っていただいて

ちょっと安心したんですけれども、本来は募集要項に書かれるべきやし、協定書で

ぴっちりどの部分、自由裁量が多過ぎるということに対して監査、監査は何やった

んですか。非常に監査に対して失礼やと思うんですけれども。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  説明が明瞭でなくて大変申し訳ございません。 

 まず、ここの予算に関しての項目といわゆる決算とは別というふうに、大変申し

訳ないんですが、ここでお考えいただければなと思います。予算に関しましては、

いわゆる２００万であれば２００万という形で、その中で執行して、当然予算の中

の流用とかも認める中で執行していただくと。執行していただくことに関しまして

は、当然経理に関しては、例えばこれまでのような不正な経理がないようにしてい

ただくのと、当然指示のありました指定管理の部分と指定管理じゃない部分をしっ

かり分けて仕分をしなさいという部分は守っていただくという形になりますので、

自由裁量で予算を勝手に使ってもいいというようなわけではなくて、しっかりとし

た経理があった上で、この事業の組立てをしていただきたいというような形でプロ

ポーザルのほうを実施したというような形でございます。 

○中村委員  特産品普及事業と情報発信事業を２００万というふうに区切られる

んやったら、それの流用ができるとか、それを管理費に回せるとか、本来ありませ

んよ。だって、そんなことをしていたら、本当にそれを見ていくほうが見ていかれ
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へんし、経理するほうもしていかれへんじゃないですか。公金は枠を決めて、自分

の稼ぎやったらどういうふうに流用されてもそれはそれですけれども、公金を入れ

ていく場合に、何々についての予算は何々で使ってください、例えば、普通３分の

２助成とかで公金が１００万入ったら、５０万は自分ところで稼いだ分を入れてく

ださいというのが基本であって、ここの助成金が、枠が２００万あって５０万しか

使えんへんかったら、その後１５０万は違う科目に回せるなんていう、基本そうい

う助成金というのは管理ができないでしょうと。それがずっと、管理ができひん、

十何年間も毎年、熊野古道に言われやんでも、担当課にそういう注文を必ずこの監

査でつけられていますよね。それを今回直しなさいと言われているんやから、直し

た発注をかけるべきで、またしても流用可能やったら枠がないのと一緒じゃないで

すか。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  この流用、いわゆる枠に関しましては、あくま

でも、大変申し訳ございませんが、自由裁量の中で当然動いていただいて、新しい

事業、新しい社会現象が起こったらそちらのほうへ流用として、お客様に楽しんで

いただける、たくさん集客できるようなことをしていただくというのがこの指定管

理の、いわゆる柔軟な民間の力を使った利点であると考えております。ただ、一方

で、議員おっしゃられるとおり、それが本当に指定管理たるところに使われている

のか、ちゃんとした経理がされているのかというようなチェックに関しましては、

市のほうとしても大変重要なことであると考えておりますので、会社が行われる監

査に同席させていただいて、市のほうとしてもきちっとした支出がされているのか、

内容は大丈夫かということを監査するとともに、もしそれが対象外のようなもので

あれば、既に支出されていたものであっても対象外であるというような指示をする

というようなことを心がけていきたいと考えております。 

○中村委員  管理費が、交付金５００万あったとしたら、サウナを直せるんじゃ

ないんですか。これを違うところに流用していくから、中がどんどんそぜていって

も直っていかないわけでしょう。優先順位として、お客様に対する公平性や安全安

心、そして気持ちよく使っていくために、温浴施設の一番大事なところは、来てい

ただいた入浴客に対して満足して帰っていただくことですよね。新しい商品開発に

９００万使ったから何もできませんでしたという、そんなのってないですよ。どう

して自由裁量で勝手に中身の予算を好きにいじくれるような、そういうことをされ

るんですか。だから、私、一番最初に、この応募を出すときに、まず条例を変えて

くださいとお願いしましたよね。罰則規定を設けてくださいと。そして、中身もち
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ゃんと分けて出してくださいとお願いしましたよね。今後、サウナは直らない、何

も直らない、尾鷲市から年間９００万出しているけど、それは自由裁量でどうでも

使えるって言ったら、きっと市民の人は怒ると思うんですよ。いやいや、サウナを

直してほしいと。それについてどうお考えですか。 

○森本商工観光課長  サウナに関しまして、今御利用できない状態でございまし

て、それに関しては大変申し訳なく思っていますし、利用者の皆様の御期待に応え

ることができないような状況になっておりますことをおわび申し上げます。 

 そのサウナの件でございますが、調査しましたところ、割かし高額な費用がかか

るようなことが予想されます。協定のほうは、１０万円未満の部分に関しましては

指定管理者が、それ以上かかる高額な施設の修繕等々につきましては、市のほうが

責任を持って対処するというようなものになっております。ですので、その５００

万がサウナ云々ではなしに、実際維持管理の中には、御提案いただいた中には光熱

水費等々で設定されているところがございまして、一部小修繕の部分は修繕費とし

て提案のほうはいただいておりますが、高額な部分に関しましては市が責任を持っ

てさせていただくということになりますので、御理解ください。 

○中里委員  今、中村委員と担当課長がおっしゃられたような数字を入れた、し

っかりした図としての計画として出していただけないんですか。 

○森本商工観光課長  実際のところ、様々なところが修繕箇所等々ございます。

もう１５年経過して経年劣化も出ております。ですので、これを今新たに臨もうと

しているところでございまして、そちらのほうの修繕計画等もございますので、し

っかりとそこの部分を、どこが一番問題なのか、どこを直していくのか、マージン

を取ってここを修繕していくのかという部分の話合いを進めていきたいというふう

に思っております。 

○中里委員  それをされたのではないんですか、今の段階で。 

○森本商工観光課長  大きくは把握しておりますけれども、予算の限りがござい

ますので、来年度予算等も踏まえて考えていきたいというふうに思っております。 

○中里委員  予算の限りはもちろん分かるんですけれども、そういった具体的な

内容をもっと詰めて話をされたのではないんですか。 

○森本商工観光課長  実際、サウナは当然故障しております。そういった大きな

部分についてどうするのかというのは、もう既に協議は進めておるところで、仮協

定させていただきましたので、どうするのかという話はさせていただいているとこ

ろでございますが、実際のところまだ本協定のほうを結んでおりません。本協定に
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基づいてどうしていくのかということになると思いますので、また予算等必要にな

るときはお示しをさせていただけないかなというふうに思っております。 

○中里委員  議会はもちろん予算に基づいての判断かもしれないんですけれども、

執行部のほうとしては、そういった計画を基に具体的な案や数字を見て判断された

のではないんですか。 

○森本商工観光課長  先ほども申し上げましたとおり、経年劣化が進んでおりま

して、様々なところ、どこが直すのかというのは全体をもっと把握する必要がある

と思っておりますので、もし議決をいただきましたら、その点を指定管理者と併せ

てお話合いを進めていきたいというふうに考えております。 

○中里委員  今の段階でそれをされていないんですか。 

○南委員長  まだ契約はされてないで。 

○中里委員  契約ではなくて、修繕箇所の話合いとかお金の部分とかの話合い、

具体的な、そういった修繕、改善。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  修繕箇所等に関しましては、当然これまでも熊

野古道おわせさんが指定管理されておるときに関しても、悪いところというのも当

然お聞かせいただいておりますし、私どもも現場を見せていただく中では、ちょっ

と外壁が傷んでいるなであるとか、ガラスが割れているのであるとか、そういった

ところの状況のほうを把握させていただいております。修繕箇所に関しましては、

当然熊野古道おわせとも、現に指定管理者をしていただいている事業者さんのお声

もお聞かせいただく中で、事業の計画というのを立てさせていただくということに

なるかと思いますし、それはもう従前どおり実施のほうをしておりました。 

 ただ一方で、やはり修繕をするに当たっても原資のほうが必要になってまいりま

す。限られた予算の中で、優先順位をある程度つけた中で事業のほうを展開してお

りましたが、それがなかなか、先ほどお話がありました、サウナのところまで行き

届いてなかったというような現状もございます。当課といたしましては、今後、十

数年たってきた施設でございますので、一度修繕に関して大きな動きもしなきゃい

けないかなということも考えておりますが、当然のことながら一般財源だけでの修

繕というのは難しいぐらいの金額になってくるかなということも考えておりますの

で、熊野古道おわせとも、今後とも、指定管理を受けていただいた後にもなります

けれども、調整を図っていく中において、大きな修繕も含めた、いわゆる補助金等

のことも考えた上で、事業のほうを今後組み立てさせていただきたいと考えており

ます。 
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○中里委員  今たくさんおっしゃっていただいたことを全部計画書として出して

いただけたら、こんな長々とお話ししなくて済むと思うんですよね。そこで判断さ

れたのかと思っていたんですけれども、そこはちょっと置いておいて、市長にお伺

いしたいんですけれども、前回の議会の中で、行政常任委員会でこの夢古道のお話

をされたときに、市としてのこの件についてけじめを取られるとおっしゃっていた

んですけれども、今計画は、こういうふうにされています、こういうふうにされて

いますと口頭でいろいろたくさん担当の方がおっしゃってくださっていましたけど、

そういった細々とした内容を盛り込んだ計画書を基に言っておられると思うんです

けれども、判断する議会側としては、やっぱり計画書が見えていないので、措置状

況で私たちのほうには判断してくれという感じかもしれないんですけれども、それ

ではよく分からない部分がたくさんありまして、市長としては今回の件、こういっ

た計画、計画書、管理運営、どういうふうに行動していくかなどを含めたけじめと

いうのをどうやって取られるんですか。 

○加藤市長  けじめというのがよく分からないですよね。ただ今回、要するにこ

ういう事象が起こったことに対して、仮契約を破棄したという事実はございます。

これも一つですよね。ですから、今回きちんとした、要するに企業のほうから、事

業者のほうから、やはりまず第１に、こういう問題については何がどういうふうに

なったのかという事情をあれして、経緯をあれしながら、それからあと、事業者と

してこういうことを決断するんですか。要するに、事の起こりから事の結果に対し

て、それを一応、それが事業者としてのけじめはつけていますよね。その中で尾鷲

市としては、今回は指定管理から仮契約を外したわけですから、それの後、きちん

とした報告なり何なり、事の起こりからてんまつから、それから結果どうしたのか、

向こうがいて、改善策がどうなっているのかということを吟味した結果、指定管理

の候補としては一からやり直すということを申し上げた。それで、やったと。その

中に該当するか否かということについては、その期間がありますから、該当するか

否かについては、当然我々としては事のてんまつから結果、それから改善策をどう

いうふうにして考えているのか、その中身を調べた中で、これだったら十分参画で

きるなというようなことで参画してもらったという話だけです。けじめ云々という

のは、事の成り行きをきちんと判断しながら対応しているというところです。 

○南委員長  審査が長引くようでございますので、ここで昼食のため休憩を取り

たいと思います。再開は午後１時４０分からといたします。 

（休憩 午後 ０時１９分） 
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（再開 午後 １時３８分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 引き続いて、商工観光課の付託議案の審査に入りたいと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

○加藤市長  休憩前に中里委員のほうから、けじめという言葉がございましたの

で、これについて御説明させていただこうかなと思っております。 

 今回の出来事というのが、不適切な経理処理でもって３月２４日に行政常任委員

会を開かせていただいて、４月１日に指定管理の選定するに当たる上程を取り下げ

させていただいて、３月２３日で４月１日からの仮契約についても一応破棄させて

いただいたと。 

 その際に、私としては、そういうことの中で、要するに改善実行できる体制が現

在では整っていないと。だから、本年４月以降の休業もやむを得ない。しかし、公

の施設の指定管理業務は適正な管理をもって実施することが基本であり、今回の事

案に対しては厳しい態度で対処したいと。厳しい態度で対処したいということは、

相手に対してきちんとけじめをつけてもらうという、そういう内容であると私は思

っております。そういった中で、今回、先方、事業会社に言ったのは、まずはやっ

ぱりてんまつをきちんと報告してくれと。それに対する、そのてんまつに対するい

ろんな課題を改善策として示してくれという話の中で、きちんと示していただいた

と。示していただいたので、今回のこの不適切な経理処理については、我々として

は、一応反省の余地は十分あるし、新たな形で４月から受け付ける公募についても

参加の許可を出したと。そういった中で、現状、現地視察、何社かあったんですけ

れども、最終的に審査会では１社しかなかったと。それで、その審査会のヒアリン

グの中できちんとした７０％以上の点数を取れば、市としてはこれを指定管理者に

選定するという形で今回議案として上程させていただきましたので、その辺のとこ

ろを十分御認識していただいてお願いしたいと思っています。 

 なお、過去の問題とかいろんな現状の課題については、まだ今現状では協定書も

全然結んでいないわけなんですね。結んでいないんですから、何もこれを今から議

論をどうのこうのするというようなことは今現状ではできないと思います。しかし、

協定書を結んだ暁には、こういう御指摘の過去の問題とか、現状の施設上の課題と

かいろんなことも考えていきながら、市で対応すべきところ、あるいは事業者が対

応すべきところ、あるいは両者で対応すべきところをきちんとした形で、要するに



－３１－ 

協定書を結んだことをスタートにしながら考えていきたい、このように考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○西川委員  僕もこの件、聞いてからかなり調べてきました。執行部のほうにも

資料を頂戴と。ところが、出せませんという答えでしたね。それで、僕は調べる限

りいろいろ調べてきたんですけど、調べれば調べるほどおかしな点がたくさんあり

ました。また後日お伝えしますけど。 

 そして、審査会までは他の２社がいたということですね。ほかの業者が。間違い

ありませんか。 

○森本商工観光課長  現地説明会には、申請の締切りまでに現地説明会のほうを

開催させていただいたところでございますが、３社のほうの方が見えていらっしゃ

いました。 

○西川委員  その３社の中の来なかった２社の方たちを呼び込むために、市とし

てはどういう努力をなされましたか。 

○森本商工観光課長  こちらのほうの夢古道おわせにつきまして、指定管理とい

う形の募集をさせていただくものを広く募らせていただいたところでございます。

ですので、実際のところ、こちらのほうの現地説明会に参加していただけたという

ことが広く周知できたものということで捉えているところでございますし、その現

地説明の中で、どういった施設なのか、これまでの経緯があるのか、どういう集客

があったのかというようなものを、施設の紹介等、きちんと説明させていただいた

上で、申請のほうを検討していただけるものと私どもは捉えておりました。 

○西川委員  もし、そこでもっと頑張って、これと同じのがあと２枚そろって、

その中の点数で夢古道が決定というんだったら納得いきます。だけど、この選定委

員会のメンバー、市長が例えばここだという、プロポーザルで一番忖度できますよ

ね、プロポーザルというのは。その中で、市長がこれだと言うたら、多分、いや、

それは僕は反対ですと言えるのは、喉の太い三鬼君ぐらいしか言えんのじゃないか

なと思うんですけど。 

○加藤市長  そんな仮の話で、私はそんなことを言ったこともないですし、そう

いうことでもってこうあれするという、その仮の何か御意見、あるいは御質問に対

して、私はおかしいと思います。私は今回、この件については、西川委員がおっし

ゃっているような、そういう態度も素振りも全然見せたことはございません。 

○西川委員  だから、プロポーザルという方式は一番忖度ができるんですよ。大

体一般公募入札でやれば、じゃ、これは１枚だけじゃなく３枚やったかもしれませ
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んよね。そういうところを言っておるだけで、市長がここをしろと言ったというこ

とは僕は言っていません。ただ、プロポーザルは忖度ができますよということを言

っておるだけで、これ、市民の人で、もしこのままいったら納得しない人もかなり

いると思いますけど、取りあえず僕はこれだけにしておきます。 

○中里委員  西川委員の発言内容の中で、現地視察に来たほかの２社がどうして

その後申請に至らなかったかの理由って伺っておりますか。 

○森本商工観光課長  実際のところ、お電話をいただいて御辞退とかという御連

絡等もございましたのですけれども、実際のところ申請に至らなかったという事実

でございまして、我々としてはしっかりと公募させていただいた上で、御検討いた

だいた上で、現地を見ていただいた上でこういう結果になったということでござい

ますので、御理解のほうをお願いしたいと思います。 

○中村委員  今さっきの市長のけじめのお話なんですけれども、２４日に市長は

改善計画書の提出をもってと５回も言われているんですけれども、今回改善計画書

を厳しく評価されましたか。 

○森本商工観光課長  改善策につきましては、こちらのほう、先ほども資料とし

て提出してさせていただいたとおり、はっきりと明記していただいているものでご

ざいます。そちらのほうに関しましても、選定委員会の中でこういった資料が提出

されていると、それではっきりと答えていただいていると。これを履行されるのか

という話は再度お聞きしまして、履行するというふうに回答いただいております。 

○中村委員  措置の現状報告書と改善計画書は同じものですか。 

○森本商工観光課長  私どもが求めているのは改善のほうでございますので、改

善策を示していただいているものと捉えております。 

○中村委員  措置の状況報告書は改善計画書ではないですよね。改善計画書とい

うのはちゃんと時刻表というのか、タイムテーブルというのか、いついつまでにこ

ういうことをこういう組織でこういうふうにやり上げるというのが書かれているの

が改善計画書ですよね。措置に対する状況報告書というのは書かれたことだけです

よね。この監査において、事業計画書及び事業報告書において明確に区別し、具体

的で明瞭な記載を求める、事業計画書についても明確に区分し、具体的で明瞭な記

載を求めるというふうに今回の監査で指摘されていますよね。別に金銭だけではな

いんです。改善計画書というのは、運営に当たる全般全てにおいての改善計画書で

すよね。どういう認識ですか。教えていただけますか。 

○森本商工観光課長  選定に当たりまして、申請書の中で事業計画書のほうを提
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出していただいております。いろいろ収支計画等も当然提出していただいていると。

午前中のほうにも御回答させていただきましたが、それを総合的に判断しまして選

定させていただいたものでございます。ですので、改善におきましても、これが履

行されるものかどうか、全部ひっくるめて総合的に判断した上で御選定させていた

だいたので、御理解のほどお願い申し上げます。 

○中村委員  それで、最初のこの事業計画書の要旨に戻るわけですよ。ここに、

上記の役割を推進するに当たっては安心安全と公平公正を第一として、交流施設の

適正な維持管理と特産品や旬の情報の発信、サービス業としての認識の下、地元住

民などの協力を得ながら事業を推進していきますというのが事業計画書の要旨、明

瞭に具体的にと書かれているにもかかわらず、そして、要旨というのは明瞭に具体

的に何についてどうするかを書いてあるものなんですけれども、こんな抽象的な書

き方で、計画書として本当に今までと何が違うのか。これ、問題があったと自ら認

めた企業ですよね。そして、市民の税金が投入されるということですよね。もっと

私たちは真摯にこの問題に取り組む必要があると思うんですけれども、これでも明

確に具体的に記載されているとおっしゃいますか。 

○下村副市長  その辺につきましては、選定委員会のほうでも委員の質問の中で

いろいろさせていただいております。そういった中で、役員及び従業員のコンプラ

イアンスとガバナンス徹底のための外部人材の登用とか、そういう細かい話までい

ただいておると。委員御指摘の案件につきまして、我々もこのことについて、詳し

くはどういうふうにされるんですかというようなことをお聞きさせていただいてお

ります。そういった中で、外部人材とはどういうことですか、誰を想定しておるん

ですかというようなところまで質問はさせていただいております。ただ、議決後、

協定を結ぶまでは、はっきりこの方とかということも言えない部分もあると思いま

すので、内容につきましてはやはりそういうふうに、会社側としても今回の案件を

重く受け止めて、改善策という形でいろいろ考えてこられたということを我々は理

解したものであります。 

○中村委員  市の条例の中に、尾鷲市の公の施設に係る指定管理者の指定の手続

に関する条例というのがあるんですけれども、その中に、協定の締結について、協

定の締結の内容が記されているんですよ。そこで、今さっき市長が、まだ契約も決

まってなくて締結書は今からやみたいなことをおっしゃったんですけれども、ここ

に書かれている以外の協定は結べないわけですよ。もう条例で決められているわけ

やから。そやから何回も、私が言ったように、まず条例をどうして変えられないん
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ですかと。条例を触って、条例で協定書の内容を変えて、そして、条例で罰則規定

をつくって、そして明確な事業計画でものをやっていかない限り、何回やっても同

じようなことが違うところで勃発してくる可能性はありますよね。今回も、見た、

見た、聞いたとおっしゃいますけれども、全て明文化して提出していただきたいと

思います。 

○森本商工観光課長  問題点等ある部分につきまして、文書で回答させていただ

いておりますし、資料としてもつけさせていただいたものでございます。ですので、

協定に関しても履行されていなかった部分、いわゆるしっかりとした処理がされて

なかったという部分について、我々としては、協定の中に基づいて書かれているの

にもかかわらずそれがしっかりなされていなかったという部分は、私どもとしても

大変申し訳なく思っているところでございまして、次の協定で結ぶ際にも、そうい

った履行されていない部分、こちらをなくしてしっかりと取り組んでいくというふ

うに双方で合意して進めたいというふうには思っております。 

○中里委員  事業計画書は契約解除前と後でどう変わっておられるんですか。 

○南委員長  もう一度。 

○中里委員  事業計画書を市のほうでは確認されていると思うんですけれども、

そちらは以前の契約解除前と、あとこの選定のときとでどう変わっている部分があ

るんですか。 

○森本商工観光課長  事業計画につきましては、こういった事態に陥ったものが

因とはなっておりません。要因となったのは、あくまで問題となった課題があった、

いわゆる不適切な部分、これを改善していただけるものが大前提でございました。

ですので、事業計画としてはほぼ同じような考えを持っていらっしゃいます。これ

までの実績同意もしていただいているとおりでございます。ですので、昨年の１２

月のときに、こういった形で選定させていただきましたというふうに御報告をさせ

ていただきました。ですので、問題となった不適切な部分、こちらを改善していた

だくということが問題でございましたので、事業計画が何が変わったのか、これが

変わったのかという話ではないというふうに捉えております。しっかりと事業計画

を立てていただいたものを、次期計画書どおりに実行していただける、こちらの提

案をいただきましたので選定をさせていただいたものですので、御理解をいただき

たいと思います。 

○南委員長  午前中からいろんな審査の議論を聞いていますと、委員長としては、

答弁、質問が最終的には堂々巡りみたいに感じてきております。だから、先ほど市
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長が最後で、昼一で報告していただきましたように、市長としたら、やはり仮契約

を破棄したということは、僕は厳しく対処したけじめであると委員長としても理解

はいたしております。その上において、市長はてんまつの報告と改善策をしっかり

示していただいた上でよしと判断したので、指定管理の公募の募集を受けたという

ようなお話で、最終的には現説には３社見えたようでございますけれども、最終の

申請は１社しか来なかって、なおかつ副市長をトップとする指定管理選定委員会の

中でも６人、課長を踏まえて、総合点数が８４０点中６１３点、合格点が５８８点

という厳しい審査を経て合格決定がされたものと、委員長としては理解をしておる

ところでございます。 

 そういった意味で、今回改めて議案として補正予算、あるいは指定管理の指定に

ついてという議案が５月２４日に上がってきております。少し話は長くなりますけ

れども、平成１９年にスタートした夢古道おわせから２０年の温浴施設ということ

で、多いときで延べ２０万人の来訪者が見えて、熊野古道センターも合わせたら３

０万以上の方が御移動をされてきたのも現実であり、この約２か月間にわたる休館

というのは、ゴールデンウイークを挟んだ当時の集客交流策にとって大きな大きな

痛手でございました。このウイークで古道センターがいろんなキッズの子供たちの

イベントを開催して１週間で約７,３００人の来訪者が見えて、そのうち古道セン

ターの職員の方々に、なぜお風呂の温浴施設はやっていないんですかという問合せ

は１００件近うあったと古道センターの関係者の人に聞いております。私としても

一日も早くお風呂の再開と、ランチバンキングを含む食の戦略等も本当に速やかに

進めていきたいと思うのが本音でございます。よって、このお風呂の温浴のスター

トというのは、仮に今日の議会の議決が通ったとすれば、いつぐらいから温浴がス

タート、ランチバイキングのほうがいつ頃からスタートできるようなまだ段階まで

に話が詰めていないんですか、まだ現時点で。 

○森本商工観光課長  早期に営業できるように、運営できるように提案の中でも

聞き取りをさせていただいた中で、本当にそれは喫緊の課題というふうにお話を伺

っております。実際のところ、５月中は難しいかも分からないですけれどもという

お話もありながら、早期に開業していただけるというふうに思っております。バイ

キングのほうなんですけれども、いわゆるレストランというふうに提案がございま

したですけれども、同時が、実際のところ、本来であれば大事なんですけれども、

実際のところ、まだ協定のほう、いわゆる契約のほうを結ばれていない中で、お話

を進めることがなかなか難しいところがあるというふうにお話を伺いました。です
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ので、その点、早急に同時にできるのか、もう少し遅れてしまうのかという点はあ

るかとは思うんですけれども、温浴のほうは早期の開業、６月のほうに入ったらで

きるだけ早期の段階でというふうなお話を伺いました。 

○南委員長  そういったことでございます。そういったことを踏まえて再度、質

疑をお願いいたします。 

○中村委員  早急に営業したいというのは誰でも一緒なんですよ。ただ、市民の

みんなが聞きたいと思っていることをちゃんと丁寧に情報公開として説明していた

だきたいと思います。今、市長が、仮契約を破棄したことがけじめやとおっしゃい

ましたけれども、この前担当課から、公金の不正使用はなかったとおっしゃいまし

たよね。お答えいただきたいんです。 

○森本商工観光課長  指定管理料として適正に使用されているというふうにお答

えさせていただきました。 

○中村委員  それでは、この会計監査の書かれていることに間違いがあるという

ことですね。公の施設の指定管理業務において厳に慎むべき不適切なものであり、

適正・適切な処理への是正を求める。この是正を求めるという言葉ってすごい重い

んですよ。現金支払いで領収書がないものが複数あり、この会計監査は公金の部分

の監査ですよね。公金の部分の監査で、現金支払いで領収書がないものが複数あり

と書かれ、適切な処理への是正を求められているにもかかわらず、指定管理部門に

おいて公金の不正使用がないっておっしゃるって、これ、どっちが正しいんですか。 

○柳田商工観光課長補佐兼係長  会計監査のほうに関しましては、私ども商工観

光課としても再度確認をさせていただいて内容を精査した結果でございますが、領

収書等に不備があったものに関しては、いわゆる指定管理に係るところの費用のも

のではございませんでしたので、御理解のほどお願いいたします。 

○中村委員  それでは、どうしてその部分が会計監査で、会計監査の部分という

のは公金の部分のみですよね。その部分に領収書がないものがあり、公金でない部

分の会社組織には手を突っ込めないですよね。お答えいただけますか。 

○森本商工観光課長  定期監査の際に求められた提出資料等々を確認していただ

く中で、領収書が不存在という部分が散見されたということでございますので、そ

ちらのほうはあくまで指定管理の公の施設の事業の中で行われているという観点か

ら、私どもは資料として提起をさせていただいて、私どもも担当課として確認をさ

せていただきました。 

○中村委員  ということは、公金が不正に使用されていたということを認められ



－３７－ 

るということですよね。 

○森本商工観光課長  公金ではございません。 

○中村委員  明確な資料を出していただけますか。それが公金でなかった、それ

ならばこの監査が間違っていた、こっちのほうを直しにいかなあかんということで

すけど、直されるんですね。 

○南委員長  中村委員、監査の公表が間違っていたなんて、これまでの不適切な

発言だと思いますので……。 

○中村委員  いやいや、そう言われたじゃないですか。 

○南委員長  それは我々執行部に対してはいいですよ。監査が法律に……。 

○中村委員  と言われるんですかと聞いているんです。 

○南委員長  法律に基づいて公表した形でございますので、これが間違っている

と決めつけるのは不適切な発言だと思います。 

○中村委員  いや違う。私は間違っていないと信じているから、執行部が、公金

が不正に使用されていないって言い切るんやったら、どちらが正しいんですかと聞

いているんです。私は会計監査が正しいと信じています。 

○南委員長  僕も当然会計監査の監査報告は正しいと信じております。それは当

然です、これは。当然の形です。 

○中村委員  そやから……。 

○南委員長  発言は挙手してお願いいたします。 

○中村委員  そやから、それについてはっきりさせてください。 

○南委員長  課長、監査報告のこれが書いておるやん、ちゃんと。それを説明し

てもらったら、そこのところ。不正ではないですよというところ。 

○森本商工観光課長  こちらのほうに関しましては、指摘事項の中で、御指摘に

ありました指定管理業務における不適切な経理業務についてということで、その部

分について御回答のほうをいただいておりまして、不適切な部分があったというふ

うに表現されているところでございます。私ども、先ほどお答えさせていただいた

部分につきましては、指定管理料に関しましては適切に使用されているということ

でございます。ですので、公金、公金と言われる部分がございますけれども、その

指定管理料の部分は公金というふうに思っております。事業の全体の施設の管理運

営の事業を実施していただく中で不適切なものがあったということで、それを是正

するというふうにお答えいただいているところでございます。 

○中村委員  それならば、どうして仮協定を破棄する必要があるんですか。公金
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が不正に使用されていないならば、ほかの、例えば会社があってこの部分の公金が

まともに使用されていて、違う部門のところで使い込み、不正使用があったからと

いって、ここの部分が全く公金に不正がなかったら、仮契約をけじめをつけて破棄

する必要は全くないですよね。 

○村田委員  今中村委員の議論を聞いておって、監査のほうから不適切という言

葉があったんですけれども、それは公金も含めて、その会社として経理上不適切な

部分があるという御指摘を受けたと私は理解しておるんです。それで、公金は使わ

れておったら大変なことですから、執行部としてはいろいろ精査をして、きちっと

検査をした結果、公金に手をつけられていなかったということであって、それは会

社の金を使い込みというようなこともあったんだと思います。 

 それで、なぜ契約を破棄したのかということについては、公金、公金じゃないに

関わらず、経理がきちっとしていない、そういう体制のところに指定管理者として

やっていくというのは、これは行政としてどうなのかということで私は契約を破棄

したんだと思いますよ。ですから、もっと言わせてもらうなら、先ほどから議論が

いろいろありますけれども、業者がそういう不適切と公金をひょっとしたら使い込

んでおるんじゃないかというような疑いを持たれるような訳の分からない経理をし

ておったと、それが発端なんですね。それで、監査はそれを指摘した。それで、執

行部で調べたところ、公金には手をつけていなかった。しかし、これは指定管理を

する会社にとって、そういうあからさまにおかしいという経理をするような会社に

指定管理なんかできないですよね。ですから契約を破棄したということは、これは

全く間違いでないし、そして、先ほど来から議論をいろいろされておりますけれど

も、このいわゆる事業計画書、これなんかも、先ほど中村委員の議論の中には、条

例改正してもっと縛りをきつくしたらどうかということも言われましたけれども、

それはそれで分かります。分かりますけれども、事業計画で是正を、これについて

はこうやりますということを明確にこれは書いてあるんですよね、事業計画の中で。

ですから、事業計画書を出さなくても、これは計画書というものを出すのか、ある

いは事業計画として出すのかというだけの私は問題だと思うんですよ。要は、そう

いった業者に再度委託をするときに、執行部がこれまでの監視体制からもっときつ

くしてやっていくんだということも何回も申されていますよね。ですから、それら

は事業計画でずっとやっていくんですけれども、行政から見て、これはもうちょっ

と改良を加えてもらわなあかんということは事細かに指摘はできるわけなんですよ。

ですから私は、条例改正をして計画書、そういうものをつくるというよりも、私は
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今の体制で、甘いかもしれませんけれども、私は十分機能を果たしていけるんじゃ

ないかと思います。ましてや業者も、業者というかその会社も、きちっと是正をし

て反省もしておるんですから、そして、今後の取組というものもやっぱりこの中に

は書かれておるんですね。ですから、その計画書がなかっても、私はこれでいいの

ではないかなと。甘いかもしれません。しかし、私は物事の順序、道理からして何

ら不足の点はないのではないかと、私は、委員長、思いますので、私は賛成させて

いただきますけれども、そこのところをやっぱり執行部として、計画書はしてない

けれども、ここのところはこうやっていくんだよというような強い姿勢でやっても

らわないと、やっぱり執行部が強い姿勢でやってもらわないと、我々も、これを認

めようかなと思っておっても、これはどうなんかいな、執行部の曖昧な答弁をもら

うようではどうなんかいなと思いますから、その辺のところはきちっとした強い姿

勢で、こうやっていくんだと、だから任せていただきたいということで強くやっぱ

り意思表示をしていただきたい。そして、それで今後間違いあったら困るけど、あ

ったら、それこそこのやり方をしてきた行政が責任を負わなければなりませんから、

そういう責任感の下に、強い意思で、ここで意思表示をしていただくということを

求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○下村副市長  先に仮協定の破棄の件なんですが、私が一番最初に説明させてい

ただいたように、株式会社熊野古道おわせは指定管理の候補者として選定しておっ

たけれども、不適切な経理処理があったことで、新たな体制で取り組むものとして

いたが、体制が整わないということで仮協定を破棄したというふうに説明させてい

ただきました。ここで言う新たな体制というのは、会社側が、例えば監査委員に銀

行ＯＢ、税理士さんをつける、支配人に役員を充てる、総務のほうの経理係には元

帳担当と出納帳担当の２名体制にするというようなチェック体制をするというよう

な組織体制をつくってきて、これで行かせていただきたいと。ただ、４月１日現在、

その体制がまだ整わないということで、それでは無理ですねということで破棄をさ

せていただいたということでございます。 

○加藤市長  先ほど副市長が申し上げましたように、私は３月２４日の行政常任

委員会でもって、はっきりと今回の株式会社熊野古道おわせの会計処理に不適切な

処理があったと報告を受けていると。だから次期指定管理の指定が迫っている中で、

会計処理がずさんで誤った経理が継続されていたこと、そして、こうした事態を是

正する改善策について示されるものの、即座に改善を実行できるような体制が整っ

ていないということははっきり申し上げて、４月以降の休業もやむを得なしと。し
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たがって、熊野古道おわせと締結している仮協定を破棄することといたしましたと

いうことは３月２４日に報告させていただいております。この辺のところは十分御

認識いただきたいと思っております。 

○森本商工観光課長  先ほどの村田委員の御指摘の部分でございまして、私ども

としては、開設当初から１５年目を迎えるというような状況でございます。その中

で、株式会社熊野古道おわせさんにおかれましては指定管理者として十分な実績を

残されていらっしゃると思います。年間で１８万人を超える、これが状況としては

コロナ禍の中でちょっと落ち込んでしまいまして、７万とかそういった状況になっ

ている状況でございますが、それを何とか集客したいというような思いでこれまで

も努めて、我々としても出向いて、どういうふうな対処ができるのか、新しい特産

品、例えばヒノキチオール、ヒノキの除菌水の開発とか新たな取組をしっかりやり

たいとかといったやり方を従前から協議しながらやってまいりました。今回指定管

理者となる予定の方に関しましても、実際のところ、昨年の選定委員会の中で、こ

れまで以上な、コロナ禍の明けを見越して十分な取組をやっていかなければならな

いという危機感を抱きながら選定のほうを受けさせていただきながら決定したとこ

ろでございますが、不適切なものがございましたので、こういう結果になっている

状況でございます。それを踏まえた上で、それを全くもって是正していただけると

はっきり答えていただきまして、我々としてもしっかりここは是正していただいて

いることを受け止めた上で、我々としても管理者、担当課として落ち度があったと、

こういった結果になった部分に関しましては十分反省しなければならないという部

分もあります。お互いをもってさせていただけないかなというところを今まで話し

させていただいたところでございまして、まだ申請の段階では、あの施設をしっか

りと運営するんだというしっかりした熱意を感じました。社員一丸となってやりた

いというような言葉もいただきました。ですので、我々としてはしっかり是正して

いただけるという回答文をいただいておりますし、私どもはそれを重視しまして選

定させていただいたので、何とぞ御理解のほうをお願いしたく、お願い申し上げま

す。 

○中村委員  一つだけ教えてください。市の会計監査の監査行為は、公金以外の

ところも監査対象ですか。 

○三鬼議長  私が答弁するのは変な話なんですけど、説明の折に代表監査から伺

っておりますので、その辺りを説明させていただきます。 

 私も監査の経験があるんですけど、指定管理料を主に監査してきたんですけど、
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株式会社熊野古道おわせさんは、中村委員も会社のことはよく分かっておると思う

んですけど、総勘定元帳であるとか現金出納帳であるとか銀行出納帳なんかがある

わけなんですけど、熊野古道おわせさんはそれを一本化しておるということで、監

査委員はそれを見せてもらわざるを得ないということで見ましたと。その中で、指

定管理料とそうじゃない部分が少し整理されていない、不適切な部分があるという

ことを受け止めましたということで、その範囲で確認をしましたということを伺っ

ておりますので、それは代表監査にいいのですかと聞いたら、地方自治法の中でそ

れはやむを得んでしょうと。ただ、今後、指定管理料を独立した帳簿にするのか、

出納にするのか、一緒にするのかは会社の考え方とか市の指導もあるであろうとい

う中で、午前中に課長が説明されましたように、私、これは正・副議長で、委員長

も含めたときに要望したことなんですけど、監査はどこまで入れるか分からないけ

ど、指定管理者を受ける会社が構わないのであれば、次の月例監査もあなたたちも

入って指導しなさいということを私どもは指示させていただきました、審査する議

会からとして。その中で、今朝課長が説明しておった中では、監査の折には自分た

ちも入らせていただいて、トータル的なこともチェックするということを会社の了

解を得たという中でします。ですから、最終的に監査委員がそこまでやるかやらん

かは、問題がない限りはやらないと思うんですけど、担当課はそこまでやった中で、

その担当課の仕事を今度は監査がチェックしていくという改革に変えたという受け

止め方で、私どもはこの議案にするということでも、それまでも厳しくするんだっ

たらいいであろうと、いいであろうというのか、了解しましたという返事をしまし

たので、その経過等、内容について報告させていただきます。 

○下村副市長  この件に関しましては、先ほども総勘定元帳が一緒だということ

もありまして、私のほうとしても役員さんには、指定管理料と自主事業の総勘定元

帳は致し方ないにしても、補助元帳として分けるべきであると、そのように必ずし

てくださいというようなことは強く言わせていただきました。今後、自主事業と指

定管理料のほうが混在するというようなことはあってはならんということで、こう

いう事態を招いたのは、そもそも論が補助元帳を分けていないということでありま

したので、その辺は役員さんのほうにはっきり伝えさせていただきまして、そのよ

うにさせていただくという御返事もいただいております。 

○森本商工観光課長  先ほどの管理体制の部分ですが、担当課として責任を持っ

て、先ほども申し上げたとおり、経理の部分に関しまして、事業計画に関しても実

施されているのか否か、しっかり毎月チェックさせていただくというふうな会社の
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体制でございますので、そのときに同席させていただいた上でチェックのほうを進

めさせていただきたいと思います。自主事業、指定管理料、これの部分についても

はっきり分けていただける、明瞭に分かりやすいようにしていただけるというよう

なものをつくっていただくというふうな了解は得ております。 

○中里委員  今回厳しい目線で審査させていただいていると思うんですけれども、

その中でこの夢古道おわせの指定管理の問題だけではなく、いろんな資料を見てい

たところ、本当に派生していろんなところで、市の管理、指導や会社との関わりと

いうのが、やはり不十分なところが多いんじゃないかなというのを感じざるを得な

いんですよね。これは本当に今回の問題は氷山の一角であって、先ほどの村田委員

の発言に、先輩委員なのでお言葉かもしれないんですけれども、やっぱり甘いと思

うんですよね。その部分というのは、やっぱりそこをどうにか変えていかなきゃい

けないと思ってこの場に立たせていただいているので、この件に対しては本当に厳

しく皆さんで話し合うべきだと思っています。 

○下村副市長  そもそも論なんですけど、やはり民間でできることは民間にとい

うようなことで民間委託をしたり、今回公の施設ということで指定管理ということ

を実施しておりますが、やはりそこは会社がきちっと法令にのっとって事業をやっ

ていただければ、今回のように市の職員が一々四半期ごとに経理を見るとか、そう

いう通常の要らん仕事をしなければならないと、こういうことは本来あってはなら

んことなんです。ただ、地方自治法上、そういった経理運営事業に対して実地検査

ができるというようになっていますので、そのようにはさせていただくのですが、

本来なら民間のノウハウを生かして市民に楽しんでもらえる施設運営というのが当

然のことであります。今回こういうような案件があったので、通常やらなくてもい

い仕事が市役所に増えたということで、指定管理、民間委託というのはそのために

できたものでございます。ただ、全国的に、やはり指定管理でこういった会計処理

の不適切になっているのは多々あって、新聞紙上にも出ておりますので、そのため

にも市の定例監査というのが入っておるというような状況でございます。 

○村田委員  今、中里委員の言葉に反応するわけじゃないんですけれども、甘い

と言ったのは、ここは誤解しないでいただきたい。やっぱり執行部に、私の判断は

甘いかもしれないけどと言うことは、逆の意味で言うともっとしっかりしなけりゃ

いかんよということを示唆しているんですよ。その辺のところを、やっぱり人の言

葉、十分理解していただきたいと思います。別に何でもないんですけれども、甘い

って本当に甘いんじゃないんですよ。 
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○中村委員  今の副市長の意見に対してですけれども、こういうことが全国的に

多々あるから、国も県も条例とか法律でしっかり、３倍返しとか罰則規定を設けて

いるんですよ。それで、今回こういう事例があって、たまたま公金でなかったにせ

よ、次は公金部分かもしれませんよね。そうした場合に、ここで問題が発覚したら

罰則条例をつくるべきやし、そっちのほうがお互いにもめごとがないし、市の仕事

を増やす必要もないと思うんですよ。ぜひ、それこそ厳しく、私たちの判断は常に

甘いかもしれませんけれども、執行部は常に厳しく間違いがないようにやっていっ

ていただきたいと思います。 

○加藤市長  委員の方々からいろいろ執行部に対する手厳しい御発言もございま

すのですけれども、我々としてもきちんと、さっき副市長が申し上げましたように、

あるいは商工観光課長が申し上げましたように、今回の指定管理の我々としての対

応については、指定管理者については、まず一番大事なのはコンプライアンスをき

ちんと遵守してもらうと、これは絶対必要なことです。それで、次に何なのかと。

ここのところは事業計画の中の判断の中にあるように、要するにＣＳＲ、企業の社

会的責任というものをきちんと活動として重視してほしいと。それで三つ目は、や

っぱりガバナンスの話なんだよね、企業としての。この三つがきちんと整っている

ということを執行部としてチェックしていきながら、あくまでもこれは最低条件な

んです。でも、やはり我々としては共存共栄していきながら、集客交流の拠点であ

る夢古道おわせをどうやって発展させて、要は交流人口を高めるかという、こっち

のほうもやっぱり大事だと思いますので、その辺のところをきちんとやっていきな

がら、今後の対応については指定管理者との関係というのを、厳しいところは厳し

い、一緒にやっていくべきところは一緒にやって、やっぱり攻めの体制も僕は必要

だと思いますので、夢古道おわせが皆さん方から親しまれる立派な交流施設である

ように頑張っていきたいと、このように思っておりますので、ぜひ委員の皆様の御

賛同をよろしくお願いいたします。 

○南委員長  ぜひとも原点の地域振興ゾーンということで、古道センターと併せ

て県の協力の下、併設した経緯がありますので、やはり地域振興、尾鷲市の中核交

流拠点の大きなポイントとしても、これからも発展、飛躍していただくのが我々の

望みでございますので、一日も早い出発を望んでおきたいと思います。 

○内山副委員長  監査結果にかかわる措置状況報告書の中で、向こうの会社の方

が、２番目の措置の状況の下の部分で、令和３年度の指定管理事業に関する事業報

告書においては、指定管理料が充てられた業務について明確に区分した形で事業報
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告書を作成いたしますと書いてあるんですけれども、これはもう出されているんで

すか。 

○森本商工観光課長  会社のほうでまだ決算が終わってない状況ということで、

決算も併せて、以後に確認できるものというふうに思っております。 

○内山副委員長  それ、出されたら、私らのほうにも見せてもらえるんでしょう

か。 

○森本商工観光課長  こちらのほうに関しましては、指定管理料に当たる部分に

なってくると思いますので、決算報告のときにはお示しできるような部分じゃない

かなというふうに思っております。 

○内山副委員長  今回は何かいろいろ今も皆さんに、市長、副市長とか、いろい

ろ聞いたんですけれども、何かもうちょっとすっきりしないところがあるんですけ

れども、やはり観光拠点として頑張ってもらうというのが夢古道の場ですよね。そ

の中で、民間企業として、今回市長が言われたようにコンプライアンスとかいろい

ろな問題、会計処理ももちろんですけど。ただ、その中で私らは、まだ市民感覚で

怒られるかもしれませんけれども、一般の企業の方たちが会社の管理責任というこ

とをした場合に、やはりそこでけじめというのがあると思うんですよね。皆さん、

この議員の中でも会社を持っておられる方もおると思うんですけれども、一般的な

考え方の中で、一個人の不正がありましたと。じゃ、そういうときの会社としての

管理責任というのはどういうふうに取られるのかなというのは、皆さんはどういう

ふうにお考えなのでしょうか。そこだけ、１点だけ教えてください。 

○森本商工観光課長  会社として、処置の状況としてしっかりお答えしていただ

いています。組織のことに関すること、これら全てを明記していただいた上で、今

後どうしていくのかというものも明記していただいておるところでございますので、

私どもは確認した上で御選定させていただいたものでございます。 

○南委員長  最後でお願いします。 

○中里委員  最後に１点だけ。市民の方から問合せがあった内容がありまして、

４月８日の議会で委員長がおっしゃっていた言葉で、この４月８日の議会は管理者

を幅広く公募をするための委員会だということでとおっしゃっていたんですけれど

も、その会議の最後に副市長が、管理先の社長に３回ほどお会いして、役員さんに

四、五回ほど会って、できるだけ早期の開業をお願いしたいと、中身のほうもしっ

かりと役員には責任を持ってと意見をしてきたとおっしゃっていたんですけれども、

これを聞いた市民の方が、もう最初からここになるように決まっているんじゃない
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のと、そんな感じに聞こえたんだけど言われたので、それはどうなんですか。 

○下村副市長  よく聞いていただきたいと思うんですが、一番最初に議案を取り

下げたときに、監査に提出する資料が整わないということで、社長や役員さんに早

急に提出してくださいねと。そうしていただければ、監査さえ通れば、追加議案な

り、３月３１日の臨時議会で議決をいただけるということで、私のほうとしては、

監査に提出すべき書類が整わないということをそのとき説明させていただいたと思

うんです。そのときに、社長さんや役員さんに早く出してくださいねということを

お伝えさせていただきました。その後、会社の不適切な経理があって、なかなかそ

れが整わない、それで、それに対する改善策云々ということが出たんですけど、先

ほど言いましたように、組織体制が整わないということで、じゃ、４月１日以降は

無理ですねと。仮協定を破棄しますよと。それで、公募も行いますということで、

社長さんや役員さんに会った、お話しさせていただいたというのは、当初の一番最

初の議案取下げに対して、監査に必要な書類が整わないということはどういうこと

なんですか、早く出してくださいねということをお願いに行ったということでござ

います。 

○中里委員  市民の皆様に伝わったかなと思います。 

○南委員長  長時間にわたり熱心な審査をしていただきありがとうございます。 

 採決の前にここで休憩をいたしたいと思いますので、執行部の退席を求めます。

長時間にわたり御苦労さんでした。 

 再開は４５分からといたします。休憩いたします。２時４５分。 

（休憩 午後 ２時３３分） 

（再開 午後 ２時４３分） 

○南委員長  休憩前に引き続き委員会を続行いたします。 

 付託されました２議案、議案第３８号と議案３９号の委員会としての採決に入っ

てよろしいでしょうか。 

 よろしいとのことでございますので、自由討論も行わないで採決に入りたいと思

います。 

 それでは、議案第３８号、令和４年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙 手 全 員） 

○南委員長  挙手全員でございます。よって、議案第３８号は可決すべきものと
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決しました。 

 続きまして、議案第３９号、尾鷲市地域資源活用総合交流施設の指定管理者の指

定について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙 手） 

○南委員長  挙手同数であります。挙手、可否同数でございますので、尾鷲市議

会委員会条例第１７号の規定により、委員長として議案第３９号は可決すべきもの

と採決をいたします。 

 以上で付託された２議案は、委員会審査においていずれも可決すべきものと決し

ましたので、御報告をいたします。 

 委員長報告のほうはお任せしていただいてもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○南委員長  そういったことでございますので、委員長報告は皆さんの意見を踏

まえた上で報告をさせていただきます。 

 以上で委員会を終了いたしたいと思いますが、私、これが最後の委員会でござい

ますので、本当に１年間、御協力をありがとうございました。 

 それで、最後に一つだけお願いがございます。今日もそうなんですけれども、各

委員さんの皆さんが執行部に対して資料提出が随所、結構あったと思うんですけれ

ども、当然要求するのは委員の権利でございますけれども、個人的な調査権という

のは持っておりませんので、必ず委員会として資料の提出を求めるのが本来の委員

会運営の筋でございますので、これからはやはり委員長、委員会として資料を求め

ていただきますよう御配慮をお願いいたします。 

 １年間ありがとうございました。 

 これで常任委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（午後 ２時４５分 閉会） 


